
 

 

 

 実情調査の結果等によれば，公判前整理手続の長期化については，前回の実情調査でも明らかとなったと

おり，事件内容の変化，当事者の訴訟活動，裁判所の訴訟指揮など様々な要因が複合的に影響を及ぼしてい

ると考えられる。もっとも，事件内容の変化は，公判前整理手続の長期化に大きな影響を与えていることが

うかがわれるものの，客観的証拠の増加や科学的・専門的知見が問題となる事件の増加といった，社会情勢

の変化や科学技術の進展等を背景とするいわば外在的な要因に対して，訴訟関係者の取組により直ちに対処

することが容易ではないことは，今回の実情調査の結果等を踏まえた検証検討会でも指摘されているとおり

であり，公判前整理手続を充実かつ迅速なものとするためには，当事者の訴訟活動，裁判所の訴訟指揮を改

善していくことにより対応することが相当であることは，前回の報告書のとおりである。 

そこで，当事者の訴訟活動や裁判所の訴訟指揮について更に考察すると，公判前整理手続の在り方につ

いて法曹三者の間で一定の共通認識が形成されていることが，公判前整理手続の充実・迅速化に資するとう

かがわれたところであり，引き続き，争点整理に必要かつ十分な主張書面の内容はどのようなものであるか，

ある類型の事件において重要なポイントや必要となる証拠にはどのようなものがあるかといった，公判前整

理手続の在り方について，認識の共有を図っていくことが重要と考えられる。このような公判前整理手続の

在り方について共通認識を持つことにより，必要かつ十分な当事者の主張等につながるだけではなく，当事

者の主張が抽象的・概括的なものとなっている場合であっても，公判前整理手続期日における裁判所と当事

者との間の口頭での議論を通じて充実した争点整理を迅速に行うことが可能となろう。また，このような共

通認識を得るためには，個々の裁判員裁判が終了した際に行われる振返りや，法曹三者による意見交換を目

的として定期的に開催される研究会において，この問題を意識的に取り上げるとともに，その結果を，各

庁・会内で広く共有することが必要と考えられる。さらに，公判前整理手続の在り方は事件類型に応じて異

なる部分があると考えられることから，法曹三者の間で議論を行うに当たっては，公判前整理手続の在り方

について抽象的に検討するだけではなく，具体的に，あるいは類型的に検討し，徐々に共通認識の範囲を広

げていくことが有効な方策といえよう。 

以上からすると，公判前整理手続の長期化を防ぐためには，法曹三者の間で，現状に甘んじることなく，

公判前整理手続が長期化することの弊害や，充実・迅速化に向けた改善の必要性を改めて認識し，公判前整

理手続の基本的な在り方について更に議論を深め，認識を共有するとともに，そのための具体的な方策につ

いても検討し，共有していくことが有用であるように思われる。 
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○ 別表第一審判事件 

別表第一審判事件の新受件数及び平均審理期間の推移は【図１】のとおりであり，令和２年における既

済件数及び平均審理期間は【表２】のとおりである。 

令和２年の新受件数は，前回（86 万 3915 件）より 4.9％増加していて，増加傾向は続いている。こうし

た増加傾向の主な要因は，後見等監督処分事件と後見人等に対する報酬付与事件を合計した新受件数が，前

回の 30万 9069件から 33万 5141件に増加したことにあり，これには，前々回及び前回指摘されているとお

り，成年後見制度の利用者数が累積的に増加していること等が影響していると思われる（第７回報告書 93

                                                                                                 
1 本報告書で取り上げる「家事事件」は，家事法別表第一に掲げる事項についての審判事件（以下「別表第一審判事件」という。），

別表第二に掲げる事項についての審判事件（以下「別表第二審判事件」という。），別表第二に掲げる事項についての調停事件

（以下「別表第二調停事件」という。）及び別表第二に掲げる事項以外の事項についての調停事件（以下「一般調停事件」という。）

である。別表第二審判事件と別表第二調停事件を併せて「別表第二事件」という。 

  なお，本報告書で取り上げる事件には，家事審判法が適用された事件も含まれているが，便宜上，そうした事件も含めて，「別表

第一審判事件」，「別表第二審判事件」又は「別表第二調停事件」という呼称を用いることとする。また，以下，本章において単に

「調停」という場合には，家事調停を指すものとする。 

１１  家家事事事事件件のの概概況況  

１１．．１１  家家事事事事件件全全体体のの概概況況  

 家事事件１のうち別表第一審判事件の新受件数は，前回とほぼ同様に，主として後見等監督処分事件

と後見人等に対する報酬付与事件の増加の影響で増加傾向にある。 

一方，別表第二事件の新受件数は，調停事件を中心におおむね緩やかな増加傾向にあり，平均審理期

間は，緩やかに長期化している。このうち，調停事件の平均審理期間については，令和２年に前年と比

較して大きく長期化しており，審理期間別の既済件数及び事件割合を見ても，前回と比較して，審理期

間が６月以内の事件の割合が大きく減少し，１年を超える事件の割合が増加しているが，これは，新型

コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあるものと思われる。 

一般調停事件については，新受件数が減少傾向にある一方，平均審理期間については，令和元年まで

緩やかな長期化傾向にあったが，令和２年には前年と比較して大きく長期化しており，審理期間別の既

済件数及び事件割合を見ても，前回と比較して，審理期間が６月以内の事件の割合が大きく減少し，１

年を超える事件の割合が増加している。令和元年までの傾向については，前回と同様，取下げで終局し

た事件の割合が減少する一方，これよりも相対的に平均審理期間が長期化する傾向にある調停成立で終

局した事件の割合が，減少傾向にはあるものの，依然高い水準にあることが影響しているのではないか

と考えられるほか，婚姻費用分担事件の増加傾向（多くの婚姻費用分担事件は，夫婦関係調整調停事件

と並行して審理され，同事件において，離婚条件等の実質的協議に入る時期が遅れるなどの影響が生じ

得る。）が影響しているのではないかと考えられる。また，令和２年の急激な長期化の原因について

は，上記要因に加え，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあるものと思われる。 

 終局区分別の既済件数及び事件割合については，前回から大きな変化は見られないものの，別表第二

調停事件についての「それ以外の事由」で終局した事件の割合が，前回（12.2％）より 2.8％増加して

15.0％となっており，一般調停事件についての「それ以外の事由」で終局した事件の割合が，前回

（8.9％）より 3.0％増加して 11.9％となっている。これは，前回指摘されているとおり，主として，

調停に代わる審判で終局した事件の影響によるものと思われる。 
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頁，第８回報告書 107頁参照）。 

別表第一審判事件の既済件数は，家事事件全体の８割以上を占めており，その平均審理期間が 1.1月と短

期間である傾向に，前回から変化は見られない（第８回報告書 108頁【表２】参照）。 

【表２】　家事事件の既済件数及び平均審理期間
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事件の種類
別表第一

審判事件

別表第二

審判事件

別表第二

調停事件
一般調停事件

902,467 18,685 75,073 49,267

6.0 7.5 6.7平均審理期間(月) 1.1

 

【図１】　新受件数及び平均審理期間の推移（別表第一審判事件）
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審理期間別の既済件数及び事件割合は【表３】のとおりであり，大半の事件が６月以内に終局している

という傾向に変化はない（第８回報告書 108頁【表３】参照）。 

 

【表３】　家事事件の審理期間別の既済件数及び事件割合
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終局区分別の既済件数及び事件割合は【表４】のとおりであり，認容で終局したものが 97.8％で，他の

終局区分の割合が非常に少ないことは，前回とほぼ同様の傾向である（第８回報告書 109 頁【表４】参

照）。 
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○ 別表第二事件 

令和２年における別表第二事件の既済件数及び平均審理期間は【表２】のとおりであり，新受件数及び

平均審理期間の推移は【図５】のとおりである。 
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154
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審理期間別の既済件数及び事件割合は【表３】のとおりであり，大半の事件が６月以内に終局している

という傾向に変化はない（第８回報告書 108頁【表３】参照）。 

 

【表３】　家事事件の審理期間別の既済件数及び事件割合

事件の種類
別表第一

審判事件

別表第二

審判事件

別表第二

調停事件
一般調停事件

22,774

30.3%

６月以内
893,923

99.1%

12,627

67.6%

40,728

54.3%

６月超

１年以内

7,392

0.8%

4,186

22.4%

1,433

1.9%

１年超

２年以内

1,063

0.1%

1,583

8.5%

10,138

13.5%

２年を超える
89

0.01%

289

1.5%

14,648

59.2%

29,182

0.8%

389

10.2%

5,048

29.7%

 

 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表４】のとおりであり，認容で終局したものが 97.8％で，他の

終局区分の割合が非常に少ないことは，前回とほぼ同様の傾向である（第８回報告書 109 頁【表４】参

照）。 
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○ 別表第二事件 

令和２年における別表第二事件の既済件数及び平均審理期間は【表２】のとおりであり，新受件数及び

平均審理期間の推移は【図５】のとおりである。 
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調停事件の新受件数は，平成 30年及び令和２年に若干減少したものの，平成 23年以降，おおむね増加傾

向にあり，審判事件の新受件数も，平成 24 年以降わずかに減少傾向にあったものの，令和元年以降増加に

転じており，長期的に見ればおおむね高止まり状態にあって，別表第二事件全体としての新受件数は，おお

むね緩やかな増加傾向にある。平均審理期間2について見れば，調停事件は，平成 25 年から緩やかに長期化

し，令和元年には 6.7 月，令和２年には 7.5 月となった3。令和２年の長期化の背景には，新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思

われる。一方，審判事件も，平成 25 年以降緩やかに長期化し，令和元年には 5.8 月，令和２年には 6.0 月

となった4。 

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表３】のとおりであり，審理期間が６月以内の事件の割合（審

判事件で 67.6％，調停事件で 54.3％）は，審判事件では前回（70.5％）より 2.9％減少し，調停事件では

                                                                                                 
2 本項において，別表第二審判事件の審理期間とは，審判事件として係属した時（審判事件として申立てがあった時，調停が不成

立になって審判移行した時等）から審判事件として終局した時までを指す（調停事件についても同様である。）。この点，Ⅴ．１．２．

１以降と異なる統計処理がされているので（後掲Ⅴ．１．２．１【図９】の注記参照），注意されたい。 
3 なお，未済事件の平均係属期間は，平成 22 年以降，5.6 月から 6.4 月の間で推移している（未済事件の平均係属期間の令和

元年までの推移については，最高裁判所事務総局家庭局「家庭裁判所事件の概況（1）―家事事件―」法曹時報第 72 巻第 12

号 84 頁第 20 表（令和２年）参照）。 
4 なお，未済事件の平均係属期間は，平成 22 年に 7.3 月であったが，徐々に短縮しており，令和元年には 6.3 月となっている（未

済事件の平均係属期間の令和元年までの推移については，最高裁判所事務総局家庭局・脚注３・74 頁第９表参照）。 

【図５】　新受件数及び平均審理期間の推移（別表第二事件）
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前回（63.9％）より 9.6％減少している。一方で審理期間が１年を超える事件の割合（審判事件で 10.0％，

調停事件で 15.4％）は，審判事件では前回（9.3％）より 0.7％増加し，調停事件では前回（10.9％）より

4.5％増加している。（第８回報告書 108頁【表３】参照） 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表４】のとおりである。調停事件について，調停成立で終局し

た事件の割合（52.0％）は前回（56.0％）より減少した一方で 5，調停不成立で終局した事件の割合

（12.8％）は前回（11.7％）より増加し，取下げで終局した事件の割合（20.2％）は前回とほぼ同様であ

る。他方，それ以外の事由で終局した事件の割合（15.0％）が前回（12.2％）より 2.8％増加しているが，

これが，主として，調停に代わる審判で終局した事件の影響によると思われることは，前回指摘されている

とおりである6 7。（第８回報告書 109頁【表４】，110頁参照） 

 

○ 一般調停事件 

令和２年における一般調停事件の既済件数及び平均審理期間は【表２】のとおりであり，新受件数及び

平均審理期間の推移は【図６】のとおりである。 

 

                                                                                                 
5 新型コロナウイルス感染症の影響により，当事者間で合意に至った事件についても，当事者等の接触回避の観点から，当事者を

出頭させて調停を成立させる代わりに，調停に代わる審判を活用したことも一因ではないかと考えられる。 
6 令和元年の既済事件（別表第二調停事件）のうち，8.2％が調停に代わる審判により終局している（最高裁判所事務総局家庭

局・脚注３・80 頁第 14 表参照）（平成 29 年は 5.8％）（第８回報告書 110 頁脚注６参照）。 
7 審判事件で「それ以外」による終局が多いのは，審判事件として審理している中で合意形成がされ，事件が調停に付されて調停

成立となり，審判事件が当然終了する場合が一定数あるためである。 

【図６】　新受件数及び平均審理期間の推移（一般調停事件）
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調停事件の新受件数は，平成 30年及び令和２年に若干減少したものの，平成 23年以降，おおむね増加傾

向にあり，審判事件の新受件数も，平成 24 年以降わずかに減少傾向にあったものの，令和元年以降増加に

転じており，長期的に見ればおおむね高止まり状態にあって，別表第二事件全体としての新受件数は，おお

むね緩やかな増加傾向にある。平均審理期間2について見れば，調停事件は，平成 25 年から緩やかに長期化

し，令和元年には 6.7 月，令和２年には 7.5 月となった3。令和２年の長期化の背景には，新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思

われる。一方，審判事件も，平成 25 年以降緩やかに長期化し，令和元年には 5.8 月，令和２年には 6.0 月

となった4。 

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表３】のとおりであり，審理期間が６月以内の事件の割合（審

判事件で 67.6％，調停事件で 54.3％）は，審判事件では前回（70.5％）より 2.9％減少し，調停事件では

                                                                                                 
2 本項において，別表第二審判事件の審理期間とは，審判事件として係属した時（審判事件として申立てがあった時，調停が不成

立になって審判移行した時等）から審判事件として終局した時までを指す（調停事件についても同様である。）。この点，Ⅴ．１．２．

１以降と異なる統計処理がされているので（後掲Ⅴ．１．２．１【図９】の注記参照），注意されたい。 
3 なお，未済事件の平均係属期間は，平成 22 年以降，5.6 月から 6.4 月の間で推移している（未済事件の平均係属期間の令和

元年までの推移については，最高裁判所事務総局家庭局「家庭裁判所事件の概況（1）―家事事件―」法曹時報第 72 巻第 12

号 84 頁第 20 表（令和２年）参照）。 
4 なお，未済事件の平均係属期間は，平成 22 年に 7.3 月であったが，徐々に短縮しており，令和元年には 6.3 月となっている（未

済事件の平均係属期間の令和元年までの推移については，最高裁判所事務総局家庭局・脚注３・74 頁第９表参照）。 

【図５】　新受件数及び平均審理期間の推移（別表第二事件）
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前回（63.9％）より 9.6％減少している。一方で審理期間が１年を超える事件の割合（審判事件で 10.0％，

調停事件で 15.4％）は，審判事件では前回（9.3％）より 0.7％増加し，調停事件では前回（10.9％）より

4.5％増加している。（第８回報告書 108頁【表３】参照） 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表４】のとおりである。調停事件について，調停成立で終局し

た事件の割合（52.0％）は前回（56.0％）より減少した一方で 5，調停不成立で終局した事件の割合

（12.8％）は前回（11.7％）より増加し，取下げで終局した事件の割合（20.2％）は前回とほぼ同様であ

る。他方，それ以外の事由で終局した事件の割合（15.0％）が前回（12.2％）より 2.8％増加しているが，

これが，主として，調停に代わる審判で終局した事件の影響によると思われることは，前回指摘されている

とおりである6 7。（第８回報告書 109頁【表４】，110頁参照） 

 

○ 一般調停事件 

令和２年における一般調停事件の既済件数及び平均審理期間は【表２】のとおりであり，新受件数及び

平均審理期間の推移は【図６】のとおりである。 

 

                                                                                                 
5 新型コロナウイルス感染症の影響により，当事者間で合意に至った事件についても，当事者等の接触回避の観点から，当事者を

出頭させて調停を成立させる代わりに，調停に代わる審判を活用したことも一因ではないかと考えられる。 
6 令和元年の既済事件（別表第二調停事件）のうち，8.2％が調停に代わる審判により終局している（最高裁判所事務総局家庭

局・脚注３・80 頁第 14 表参照）（平成 29 年は 5.8％）（第８回報告書 110 頁脚注６参照）。 
7 審判事件で「それ以外」による終局が多いのは，審判事件として審理している中で合意形成がされ，事件が調停に付されて調停

成立となり，審判事件が当然終了する場合が一定数あるためである。 

【図６】　新受件数及び平均審理期間の推移（一般調停事件）

69,224 
68,598 

64,723 
61,235 61,913 

60,427 
57,674 

55,331 54,564 
51,285 

4.5 4.5 
4.8 

5.0 5.0 5.1 
5.4 

5.6 5.7 

6.7 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

令和

２年

平
均
審
理
期
間
（
月
）

新
受
件
数
（
件
）

新受件数 平均審理期間

Ⅴ

１　家事事件の概況

157



 

 

一般調停事件（その大部分を夫婦関係調整調停事件が占める8。）の新受件数は，平成 23 年以降，おおむ

ね減少傾向が続いているが，一方で，平均審理期間は，令和元年まで緩やかな長期化傾向にあったところ，

令和２年（6.7 月）には前年（5.7 月）から大きく増加している。なお，未済事件の平均係属期間も，平成

22年の 3.8月から，令和元年には 5.1月となっており9，やはり緩やかな長期化傾向が見られる。 

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表３】のとおりであり，審理期間が６月以内の事件の割合

（59.2％）は前回（69.5％）より 10.3％減少している。一方で，審理期間が１年を超える事件の割合

（11.0％）は，前回（6.8％）より 4.2％増加している。（第８回報告書 108頁【表３】参照） 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表４】のとおりであり，調停成立で終局した事件の割合

（41.6％）は前回（46.3％）より減少した一方で10，調停不成立で終局した事件の割合（26.3％）は前回

（25.2％）より増加し，取下げで終局した事件の割合（20.2％）は前回とほぼ同様である。他方，それ以外

の事由で終局した事件の割合（11.9％）が前回（8.9％）より 3.0％増加しているが，これは，主として，

調停に代わる審判で終局した事件の影響によると思われる11。（第８回報告書 109頁【表４】参照） 

一般調停事件の平均審理期間が緩やかな長期化傾向にあることについては，従前，取下げで終局した事

件の割合が減少する一方，これよりも相対的に平均審理期間が長期化する傾向にある調停成立で終局した事

件の割合が増加傾向にあることが影響しているのではないかと考えられると指摘されていた（第６回報告書

137 頁及び第７回報告書 97 頁参照）。もっとも，【図７】のとおり，調停成立で終局した事件の割合は，近

時は減少傾向にある。また，【図８】のとおり，夫婦関係調整調停事件において調停成立で終局した事件の

みを見ても，平均審理期間は長期化しているほか，取下げで終局した事件の平均審理期間も，調停成立で終

局した事件の平均審理期間より短いとはいえ，令和元年は 3.5 月と前年（3.5 月）と同じであったものの，

平成 23年（3.3月）と比較すると微増しており，令和２年は 4.3月と大きく長期化している。そうすると，

一般調停事件の平均審理期間が令和元年まで緩やかな長期化傾向にあったことについては，これまで指摘さ

れていたことに加え，他の要因も考えられ，婚姻関係事件について後述する（後掲Ⅴ．１．２．２）のと同

様に，婚姻費用分担事件が増加傾向にあることが影響していると考えられる。すなわち，婚姻費用分担事件

は，夫婦関係調整調停事件と調停期日が並行して重ねられることが多いが，婚姻費用分担事件の解決が優先

されたり，離婚・婚姻費用のいずれの問題を先に取り上げるかということ自体で手続が紛糾したりするなど

して，結果的には，夫婦関係調整調停事件の審理が長引くという事情があるのではないかと考えられる。な

お，平均審理期間については，一般調停事件全体及び終局区分別のいずれにおいても，令和２年に前年と比

較して急激に長期化しているが，この原因としては，前述した長期化要因に加え，新型コロナウイルス感染

症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。 

 

                                                                                                 
8 夫婦関係調整調停事件の新受件数は，令和元年において４万 3492 件，令和２年において４万 1037 件である（なお，司法統計

では，夫婦関係調整調停事件を「婚姻中の夫婦間の事件」と表記している。）。 
9 未済事件の平均係属期間の令和元年までの推移については，最高裁判所事務総局家庭局・脚注３・84 頁第 20 表参照 
10 脚注５参照 
11 令和元年の既済事件（一般調停事件）のうち，3.2％が調停に代わる審判により終局している（最高裁判所事務総局家庭局・脚

注３・80 頁第 14 表参照）（平成 30 年は 2.4％）。 

  

【図７】　一般調停事件の終局区分別割合の推移
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【図８】　夫婦関係調整調停事件における終局区分別の平均審理期間の推移
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【図８】　夫婦関係調整調停事件における終局区分別の平均審理期間の推移
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１１．．２２．．１１  遺遺産産分分割割事事件件    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移は【図９】のとおりである。 

新受件数は，高齢化の影響等により，近年は高止まり状態にあり，令和２年は１万 4617件であった。 

 

 

 

１１．．２２  個個別別のの事事件件類類型型のの概概況況  

 高齢化の影響等により新受件数（審判＋調停）は近年高止まり状態にある。平均審理期間は，令

和元年までの数年間で見れば 12 月を下回る水準で推移していたが，令和２年に前年と比較して大き

く長期化しており，審理期間別の既済件数及び事件割合を見ても，前回と比較して，審理期間が６

月以内の事件の割合が大きく減少し，１年を超える事件の割合が増加している。また，平均期日回

数は前回よりわずかに減少している一方で，平均期日間隔は長くなっている。審理期間及び期日間

隔が令和２年に前回より長期化した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もある

ものと思われる。 

 調停に代わる審判で終局した事件の割合は，前回（21.5％）より増加して 27.9％となっており，

前回と比べても，他の事件類型と比べても，調停に代わる審判が更に積極的に活用されている。 

 手続代理人弁護士の関与がある事件数は，この 10年ほど増加傾向にある。 

 平均当事者数については，前回から大きな変化は見られない。 

【図９】　新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移（遺産分割事件）

※　本図における平均審理期間は，審判，調停の両手続を経た事件（例えば，調停が不成立になり審判移行した事件，あ

　　 るいは審判申立て後に調停に付された事件）についても，これらを通じて１件と扱って計上した数値である（本項におけ

　　 る既済事件のデータは全て同様である。）。 これに対し，本図における新受件数は，調停としての係属と審判としての

     係属を別個に見た数値であり，例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には，審判事件の新受事件が１件

     増える扱いとなる前提がとられている。
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令和２年における平均審理期間は【図 10】のとおり 12.6 月で，前回から 1.1 月長くなっている上，前回

同様，民事第一審訴訟事件の平均審理期間と比べて長くなっている（第８回報告書 114頁【図 10】参照）。

平均審理期間は，令和元年までの数年間で見れば，【図９】のとおり，12 月を下回る水準で推移していた

が，令和２年に前年と比較して大きく長期化し，12 月を上回っているところ，これは，新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思わ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審理期間別の既済件数及び事件割合は

【表 11】のとおりである。審理期間が６月

以内の事件の割合が前回（36.1％）より減

少して 30.0％となる一方で，１年を超える

事件の割合が前回（30.1％）より増加して

36.0％となった（第８回報告書 114 頁【表

11】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１０】　平均審理期間（遺産分割事件及び民事第一審訴訟事件）
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3,849 27,128

34.1% 22.1%

６月以内
3,394 62,352

30.0% 50.8%

【表１１】　審理期間別の既済件数及び事件割合
            （遺産分割事件及び民事第一審訴訟事件）

平均審理期間（月） 12.6 9.9

既済件数 11,303 122,749

事件の種類
遺産分割

事件

民事第一審

訴訟
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終局区分別の既済件数及び事件割合は【表 12】の

とおりである。調停成立で終局した事件の割合

（43.5％）は，前回（51.3％）より減少した12。一

方，審判（認容，却下，分割禁止）により終局した

事件の割合は，前回（7.08％）より増加して 8.46％

となった。また，調停に代わる審判で終局した事件

の割合は，前回（21.5％）より増加して 27.9％とな

ったが，これは，婚姻関係事件や子の監護事件とい

った他の事件類型よりもかなり高い割合であり（後

掲Ⅴ．１．２．２【表 23】，後掲Ⅴ．１．２．３

【表 31】参照），遺産分割事件において，簡易迅速

な紛争解決手段として調停に代わる審判が更に積極

的に活用されていることがうかがわれる13。（第８回

報告書 114頁【表 12】参照） 

 

当事者数の推移は【図 13】のとおりであり，平均当事者数は 4.7人前後で推移している。 
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遺産分割事件における手続代理人弁護士関与率及び平均審理期間の推移は【図 14】のとおりである。当

事者のいずれかに手続代理人弁護士が関与した事件の割合は，長らく６割台で推移していたが，特にここ

10年ほどは増加傾向にあって，平成 30年及び令和２年には 79.7％に達するなど，手続代理人弁護士関与率

の高い事件類型であるということができる。なお，手続代理人弁護士の関与がある事件の方が，その関与が

ない事件よりも平均審理期間が長いという傾向に変化はない。 
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的に活用されていることがうかがわれる13。（第８回
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平均期日回数及び平均期日間隔は【表 15】のと

おりである。平均期日回数（そのほとんどが調停

期日である。）は，前回からわずかに減少してい

る。一方，平均期日間隔（2.5 月）は前回（2.1

月）よりも長くなっているが，これは新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発

出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響も

あるものと思われる。（第８回報告書 116 頁【表

16】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割事件に係る調査命令の有無別の既済件

数及び事件割合は【表 16】のとおりであり，調査

命令のあった事件の割合が前回（4.2％）より減少

して 3.4％となっている（第８回報告書 116頁【表

17】参照）。 

※　端数処理の関係で，平均調停期日回数と平均審判期日

　　回数の合計は，全体の平均期日回数とは必ずしも一致

　　しない。

遺産分割事件

平均期日回数

【表１５】　平均期日回数及び平均期日間隔
　　　　　　（遺産分割事件）

5.1

事件の種類

平均期日間隔（月） 2.5
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4.7平均調停期日回数

平均審判期日回数

【表１６】　調査命令の有無別の既済件数及び事件
             割合（遺産分割事件）

調
査

命

令

あり

なし

389

3.4%

10,914

96.6%

 

１１．．２２．．２２  婚婚姻姻関関係係事事件件1144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移は【図 17】のとおりである。 

新受件数は若干減少したものの，令和２年も７万 2284件と依然として高水準にある。 

 

                                                                                                 
14 婚姻関係事件には，一般調停事件に分類される夫婦関係調整調停事件，別表第二事件に分類される婚姻費用分担事件，離

婚後の財産分与事件，請求すべき按分割合に関する処分（離婚後の年金分割）事件等が含まれる。 

新受件数（審判＋調停）は若干減少したものの，依然として高水準にある。平均審理期間は，平成

23年以降,長期化傾向にある。この傾向に関連する事情として，前掲Ⅴ．１．１で指摘したのと同様

に，取下げで終局した事件よりも相対的に平均審理期間が長い調停成立で終局した事件の割合が高い

ことや，婚姻費用分担事件の増加傾向（多くの婚姻費用分担事件は，夫婦関係調整調停事件と並行し

て審理され，同事件において，離婚条件等の実質的協議に入る時期が遅れるなどの影響が生じ得

る。）が挙げられるとともに，手続代理人弁護士関与率の増加が事件の困難化傾向を示唆していると

考えられることは，前回と同様である。平均審理期間の長期化に伴い，６月以内に終局した事件の割

合は，前回（67.1％）から減少して56.1％となった。平均期日回数については，前回から大きな変化

は見られなかった一方で，平均期日間隔は，前回（1.7月）より長くなって2.1月となった。審理期間

及び期日間隔が令和２年に前回より長期化した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響もあるものと思われる。 

なお，調停に代わる審判で終局した事件の割合は，前回（3.0％）より増加して 5.9％となった。

また，調査命令のあった事件の割合は，前回（22.1％）よりわずかに減少して 20.9％となった。 

【図１７】　新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移（婚姻関係事件）

※　本図における平均審理期間は，審判，調停の両手続を経た事件（例えば，調停が不成立になり審判移行した事件，あ
　　 るいは審判申立て後に調停に付された事件）についても，これらを通じて１件と扱って計上した数値である（本項におけ

　　 る既済事件のデータは全て同様である。）。 これに対し，本図における新受件数は，調停としての係属と審判としての

     係属を別個に見た数値であり，例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には，審判事件の新受事件が１件

     増える扱いとなる前提がとられている。
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平均審理期間は，【図 17】及び【表 18】のとおり，

平成 23年以降，長期化傾向にあり，令和２年は 7.0月

となった。 

 

 

 

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表 19】のと

おりであり，審理期間が６月以内の事件の割合が前回

（67.1％）より減少して 56.1％となった一方，６月を

超え１年以内の事件が前回（25.4％）より増加して

31.4％になり，１年を超える事件の割合も前回

（7.55％）より増加して 12.49％になった（第８回報

告書 118頁【表 20】参照）。既済事件の審理期間別事

件割合の推移は，【図 20】のとおりであり，近年，審

理期間が６月以内の事件の割合が減少傾向にある一方

で，１年を超える事件，特に１年を超え２年以内の事

件の割合が増加傾向にある。 
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なお，婚姻関係事件の平均審理期間が長期化する傾向にあることと関連して，夫婦関係調整調停事件に

ついて前述した（前掲Ⅴ．１．１参照）のと同様に，【図 21】及び【図 22】のとおり，相対的に平均審理

期間が長期化する傾向にある調停成立で終局した事件の割合が，令和元年，令和２年と減少しているものの

15，依然として高い水準にあることのほか，婚姻費用分担事件が増加傾向にあることが挙げられる（婚姻費

用分担事件の新受件数（審判＋調停）は，平成 23 年には１万 7848 件であったが，令和２年には２万 6229

件である16。）。すなわち，婚姻費用分担事件は，夫婦関係調整調停事件と調停期日が並行して重ねられる

ことが多いが，別居後の生活基盤に関わる婚姻費用分担事件の解決が優先されることで，夫婦関係調整調停

事件において離婚条件等の実質的協議に入る時期が遅くなりがちになったり，離婚・婚姻費用のいずれの問

題を先に取り上げるかということ自体で手続が紛糾したりするなどして，全体として審理が長引く事情もあ

るのではないかと考えられる17。 

  

                                                                                                 
15 令和２年の調停成立で終局した事件の割合の減少について，脚注５参照 
16 内訳は，平成 23 年において，審判事件 2,826 件，調停事件１万 5022 件であり，令和２年において，審判事件 3,581 件，調停

事件２万 2648 件である。なお，審判の申立てがあっても，多くの場合には，調停に付されて進められているものと思われる。 
17 このような指摘は，第６回の迅速化検証における実情調査においても見られた。 
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終局区分別の既済件数及び事件割合は【表 23】のとお

りである。調停成立で終局した事件（一般調停事件であ

る夫婦関係調整調停事件）の割合は，前回（54.0％）よ

り減少して 49.4％となった18。調停不成立で終局した事件

（夫婦関係調整調停事件），認容又は却下の審判で終局

した事件（別表第二審判事件）の割合及び取下げで終局

した事件の割合は，前回から大きな変化はない。調停に

代わる審判により終局した事件の割合は，前回（3.0％）

より増加して 5.9％となった19。（第８回報告書 120 頁

【表 23】参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
18 脚注５参照 
19 脚注５参照 

【図２２】　終局区分別の平均審理期間の推移（婚姻関係事件）
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【表２３】　終局区分別の既済件数及び事件
　　　　　　割合（婚姻関係事件）
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平均期日回数及び平均期日間隔は【表 24】のとおりで

あり，平均期日回数（そのほとんどが調停期日であ

る。）は，前回とほぼ同様である。一方，平均期日間隔

（2.1 月）は前回（1.7 月）よりも長くなっているが，こ

れは新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態

宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響

もあるものと思われる。（第８回報告書 120 頁【表 24】

参照）。 

 

 

 

 

 

 

手続代理人弁護士関与率及び平均審理期間の推移は【図 25】のとおりであり，ここ数年，手続代理人弁

護士の関与がある事件の割合は増加している（当事者の双方又はいずれか一方に手続代理人弁護士の関与が

ある事件の割合は，平成 28 年以降は５割を超えている。）。当事者の双方に手続代理人弁護士の関与があ

る事件の平均審理期間は，当事者のいずれかに手続代理人弁護士の関与がある事件の平均審理期間を上回り，

また，当事者のいずれかに手続代理人弁護士の関与がある事件の平均審理期間は，当事者のいずれにも手続

代理人弁護士の関与がない事件の平均審理期間を上回ることから，手続代理人弁護士の関与が増えたことと

平均審理期間が長期化する傾向にあることは相関しているといえ，手続代理人弁護士関与率の増加が，事件

の困難化傾向を示唆しているものとも考えられる。 

  

※　端数処理の関係で，平均調停期日回数と平均

　　審判期日回数の合計は，全体の平均期日回数

　　とは必ずしも一致しない。

【表２４】　平均期日回数及び平均期日間隔
　　　　　　（婚姻関係事件）

平均期日間隔（月） 2.1

平均調停期日回数

平均審判期日回数

3.2

0.09

事件の種類 婚姻関係事件

平均期日回数 3.3
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調査命令の有無別の既済件数及び事件割合は

【表 26】のとおりであり，調査命令のあった事

件の割合（20.9％）は，前回（22.1％）よりわ

ずかに減少した（第８回報告書 121頁【表 26】

参照）。事件別の調査命令の有無別の事件割合

を見ると，令和２年の婚姻費用分担事件で調査

命令のあった事件の割合（10.7％）は，平成 30 年（13.1％）より 2.4％減少している一方，令和２年の夫

婦関係調整調停事件で調査命令のあった事件の割合（28.1％）は，平成 30 年（28.2％）とほぼ同様である。 

 

【図２５】　手続代理人弁護士関与率及び平均審理期間の推移（婚姻関係事件）
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新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移は【図 27】のとおりである。 
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前回から引き続き，新受件数（審判＋調停）はおおむね増加傾向にあり，平均審理期間も長期化傾

向にある。長期化傾向の要因として，養育費請求事件等と比べて審理が長期化する傾向がある面会交

流，子の監護者の指定及び子の引渡しの各事件が最近増加傾向にあることが挙げられることは，前回

と同様である。なお，令和２年は，前年と比較して，養育費請求事件等の平均審理期間が大幅に長期

化しており，その他の子の監護事件についても，新受件数がわずかに減少した一方で，平均審理期間

は長期化している。平均審理期間の長期化に伴い，６月以内に終局した事件の割合は，前回

（59.9％）から減少して 50.7％となった。平均期日回数は前回と変わらなかった一方で，平均期日間

隔は，前回（1.8 月）より長くなって 2.2 月となった。審理期間及び期日間隔が令和２年に前回より

長期化した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあるものと思われる。 

 調停に代わる審判で終局した事件の割合は，前回（4.4％）より増加して 5.7％となったほか，調査

命令のあった事件の割合は，前回（45.6％）より減少して 44.1％となった。 

【図２７】　新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移（子の監護事件）
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　　 る既済事件のデータは全て同様である。）。 これに対し，本図における新受件数は，調停としての係属と審判としての
     係属を別個に見た数値であり，例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には，審判事件の新受事件が１件

     増える扱いとなる前提がとられている。
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新受件数は，平成 30年は若干減少したものの，平成 23

年以降，おおむね増加傾向にあり，令和２年は４万 4875

件となった。平均審理期間は，一貫して長期化傾向が続

いており，【表 28】にもあるように，令和２年は 7.9 月

となった。 

 

 

上記のような長期化傾向の理由としては，【図 29】のとおり，ここ数年間，養育費請求事件等の新受件

数が高止まり状態にある一方で，養育費請求事件等よりも相対的に審理が長期化する傾向がある面会交流，

子の監護者の指定及び子の引渡しの各事件を合わせたその他の子の監護事件の新受件数が大幅な増加傾向に

あることが挙げられる（【図 29】のとおり，平成 23 年から令和元年までの間，養育費請求事件等の平均審

理期間は 4.3月から 5.3月の間で推移しているが，その他の子の監護事件の平均審理期間は 6.6月から 8.8

月へとより顕著な長期化傾向を示している。なお，養育費請求事件等，その他の子の監護事件のいずれにお

いても，平均審理期間が令和２年に前年と比較して大きく長期化しているが，この背景には，新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと

思われる。）。 

 

 

 

 

 

 

既済件数 32,911

平均審理期間（月） 7.9

【表２８】　既済件数及び平均審理期間
　　　　　　（子の監護事件）

【図２９】　子の監護事件に係る類型別の新受件数（審判＋調停）及び平均審理期間の推移
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審理期間別の既済件数及び事件割合は【表 30】

のとおりであり，前述した審理期間の長期化に伴

い，審理期間が６月以内の事件の割合は，前回

（59.9％）より減少して 50.7％となった一方，１

年を超える事件の割合は，前回（12.49％）より

増加して 17.1％となった（第８回報告書 123 頁

【表 30】参照）。 

 

 

 

 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表 31】

のとおりである。調停成立で終局した事件の割合

が前回（55.4％）より減少して 52.8％となった

21。一方で，認容又は却下の審判で終局した割合

は，前回（13.9％）より若干増加して 14.5％とな

り，調停に代わる審判で終局した事件の割合も，

前回（4.4％）より増加して 5.7％となった22。

（第８回報告書 124頁【表 31】参照） 
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【表３０】　審理期間別の既済件数及び事件割合
　　　　　　（子の監護事件）
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25.3%

当然終了
116

0.4%

調停に代わる審判
1,885

5.7%

調停成立
17,385

52.8%

調停をしない
420

1.3%

認容
3,399

10.3%

却下
1,380

4.2%
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平均期日回数及び平均期日間隔は【表 32】のと

おりであり，平均期日回数（3.7 回）（そのほと

んどが調停期日である。）は前回と変わらなかっ

た。一方，平均期日間隔（2.2 月）は前回（1.8

月）よりも長くなっているが，これは新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発

出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響も

あるものと思われる。（第８回報告書 124 頁【表

32】参照）。 

 

 

 

 

調査命令の有無別の既済件数及び事件割合は

【表33】のとおりであり，調査命令のあった事件

の割合は，前回（45.6％）より 1.5％減少して

44.1％となっているが，他の家事事件よりもその

割合が高いことは前回と同様である（前掲Ⅴ．

１．２．１【表 16】，前掲Ⅴ．１．２．２【表

26】，第８回報告書 124頁【表 33】参照）。 

平均期日間隔（月） 2.2

【表３２】　平均期日回数及び平均期日間隔
　　　　　　（子の監護事件）

平均調停期日回数 3.1

平均審判期日回数 0.5

事件の種類 子の監護事件

平均期日回数 3.7

【表３３】　調査命令の有無別の既済件数
             及び事件割合（子の監護事件）

調

査
命

令

あり
14,506

44.1%

なし
18,405

55.9%

Ｆ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事件数及び平均審理期間 

人事訴訟の新受件数及び平均審理期間の推移は【図１】のとおりである。 

新受件数は，平成24年に１万1409件と最も多くなったが，その後は減少傾向が続いており，令和２年

（8,568件）も，前回（9,272件）より減少している。一方，平均審理期間は，ほぼ一貫して長期化傾向にあ

る。 

２２  人人事事訴訴訟訟事事件件のの概概況況等等  

２２．．１１  人人事事訴訴訟訟事事件件のの概概況況  

人事訴訟に関し，新受件数（8,568件）は前回（9,272件）より若干減少した一方，近時の平均審理

期間の長期化傾向は依然として続いている。審理の長期化傾向の要因として，財産分与の申立てのあ

る離婚事件の割合が，長期的に見て増加傾向にあるほか，そうした事件も含め人事訴訟における争点

整理期間が長期化しており，その要因として，①財産分与の申立てのある離婚事件で，預金取引履歴

の開示範囲をめぐって当事者が対立したりするなど，資料収集をめぐって審理が難航しがちであるこ

と，②離婚原因について，必ずしも事案の結論と結び付かない周辺事情についてまで主張の応酬が繰

り返されること等が指摘されていることは，前回と変わらない。平均審理期間の長期化に伴い，１年

を超える事件の割合が前回（43.66％）より増加して48.17％になったが，民事第一審訴訟事件と比べ

て，審理期間が６月以内の事件の割合が低く，１年を超える事件の割合が高い傾向が見られることに

ついては，前回から大きな変化は見られない。また，平均期日回数が前回（7.6回）よりも若干減少

して7.4回になった一方で，平均期日間隔は前回（1.7月）よりも長くなって1.9月となった。審理期

間及び期日間隔が令和２年に前回より長期化した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響もあるものと思われる。 

 判決で終局した事件の割合は前回とほぼ同様であったが，和解は前回（45.1％）より減少して

38.9％となった一方で，取下げが前回（12.3％）より増加して 18.5％となった 。 
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る。 

２２  人人事事訴訴訟訟事事件件のの概概況況等等  
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期間の長期化傾向は依然として続いている。審理の長期化傾向の要因として，財産分与の申立てのあ

る離婚事件の割合が，長期的に見て増加傾向にあるほか，そうした事件も含め人事訴訟における争点

整理期間が長期化しており，その要因として，①財産分与の申立てのある離婚事件で，預金取引履歴
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と，②離婚原因について，必ずしも事案の結論と結び付かない周辺事情についてまで主張の応酬が繰

り返されること等が指摘されていることは，前回と変わらない。平均審理期間の長期化に伴い，１年

を超える事件の割合が前回（43.66％）より増加して48.17％になったが，民事第一審訴訟事件と比べ

て，審理期間が６月以内の事件の割合が低く，１年を超える事件の割合が高い傾向が見られることに

ついては，前回から大きな変化は見られない。また，平均期日回数が前回（7.6回）よりも若干減少

して7.4回になった一方で，平均期日間隔は前回（1.7月）よりも長くなって1.9月となった。審理期

間及び期日間隔が令和２年に前回より長期化した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
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 判決で終局した事件の割合は前回とほぼ同様であったが，和解は前回（45.1％）より減少して

38.9％となった一方で，取下げが前回（12.3％）より増加して 18.5％となった 。 
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平均審理期間は【図２】

のとおりであり，前回と同

様，民事第一審訴訟事件と

比べて，長くなっている

（第８回報告書130頁【図

２】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】　新受件数及び平均審理期間の推移（人事訴訟）
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【図２】　平均審理期間（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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○ 審理期間別の既済件数等 

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表

３】のとおりである。審理期間が６月以内の

事件の割合は，前回（26.7％）より減少して

23.6％となった一方，１年を超える事件の割

合は，前回（43.66％）より4.51％増加して

48.17％（3,924件）となった。前回と同様，

民事第一審訴訟事件と比べ，審理期間が６月

以内の事件の割合が低く，１年を超える事件

の割合が高い点が特徴である。（第８回報告

書130頁【表３】参照） 

既済事件の審理期間別事件割合の推移は，

【図４】のとおりであり，審理期間の長期化

に伴い，審理期間が６月以内の事件の割合が

減少傾向にある一方で，１年を超える事件の

割合は増加傾向にある。 
５年を超える

6 334

0.07% 0.3%

３年超５年以内
145 2,544

1.8% 2.1%

２年超３年以内
805 6,694

9.9% 5.5%

１年超２年以内
2,968 23,697

36.4% 19.3%

６月超１年以内
2,305 27,128

28.3% 22.1%

平均審理期間（月） 13.8 9.9

６月以内
1,928 62,352

23.6% 50.8%

【表３】　審理期間別の既済件数及び事件割合
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

既済件数 8,157 122,749

【図４】　既済事件の審理期間別事件割合の推移（人事訴訟）
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平均審理期間は【図２】

のとおりであり，前回と同

様，民事第一審訴訟事件と

比べて，長くなっている

（第８回報告書130頁【図

２】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】　新受件数及び平均審理期間の推移（人事訴訟）
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【図２】　平均審理期間（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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３】のとおりである。審理期間が６月以内の
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23.6％となった一方，１年を超える事件の割

合は，前回（43.66％）より4.51％増加して

48.17％（3,924件）となった。前回と同様，
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の割合が高い点が特徴である。（第８回報告
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○ 終局区分別の既済件数等 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表

５】のとおりである。判決（39.8％）は前回

（ 39.9％）とほぼ同様であったが，和解

（38.9％）は前回（45.1％）より減少した一

方で，取下げ（18.5％）が前回（12.3％）よ

り増加した1。なお，判決で終局した事件のう

ち対席判決による割合（67.6％）は，前回

（69.5％）より1.9％減少しているが，民事

第一審訴訟事件と比べて高い水準を維持して

いる。（第８回報告書131頁【表４】参照） 

 

 

○ 訴訟代理人の選任状況 

訴訟代理人の選任状況は，【表６】のとお

りであり，民事第一審訴訟事件と比べて，双

方に訴訟代理人が選任された事件の割合が高

く（６割を上回っている。），本人による事件

の割合が低いことは，前回とほぼ同じである

（第８回報告書131頁【表５】参照）。 

 

 

 

  

○ 審理の状況 

平均期日回数（平均口頭弁論期日回数及び

平均争点整理期日回数の双方）及び平均期日

間隔は【表７】のとおりである。平均口頭弁

論期日回数は前回と変わらなかったが，平均

争点整理期日回数（5.2回）が前回（5.3回）

より若干減少したことにより，平均期日回数

は前回（7.6回）よりも若干減少し，7.4回と

なっている。平均期日間隔については，前回

（1.7月）より若干増加して，1.9月となって

いる。（第８回報告書131頁【表６】参照） 

平均期日回数及び平均期日間隔の推移は

【図８】のとおりである。平均期日回数につ

いては，平均口頭弁論期日回数が長期的に見

                                                                                                 
1 和解で終局した事件割合が減少した一方で，取下げで終局した事件割合が増加した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響により，外出（裁判所への出頭）による感染リスクを懸念して訴えをいったん取り下げる当事者が増加したことも一因で

はないかと推測される。 

和解

1,513 22,372

2.8% 3.2%

38.9% 35.3%

3,171 43,364

それ以外

18.5% 18.2%
取下げ

230 3,929

うち対席（％は判決

に対する割合）

【表５】　終局区分別の既済件数及び事件割合
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

判決

人事訴訟
民事第一審

訴訟
事件の種類

3,243 53,084

39.8% 43.2%

2,191 28,747

67.6% 54.2%

本人による
163 9,889

2.0% 8.1%

被告側のみ

訴訟代理人

112 3,439

1.4% 2.8%

原告側のみ

訴訟代理人

2,549 54,796

31.2% 44.6%

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

【表６】　訴訟代理人の選任状況
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

44.5%

双方に

訴訟代理人

5,333 54,625

65.4%

※　端数処理の関係で，平均口頭弁論期日回数と平均争点整理

  　期日回数の合計は，全体の平均期日回数とは必ずしも一致

  　しない。

平均期日間隔（月） 1.9 2.1

うち平均争点整理
期日回数

【表７】　平均期日回数及び平均期日間隔
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

事件の種類 人事訴訟
民事第一審訴

訟

2.2 1.7

平均期日回数 7.4 4.7

うち平均口頭弁論

期日回数

5.2 3.0

てわずかに減少傾向にあるのに対し，平均争点整理期日回数は，平成23年以降令和元年まで一貫して長期化

傾向にあり，それに伴い全体の平均期日回数も長期化傾向にあったが，令和２年には，前年と比較して，平

均口頭弁論期日回数及び平均争点整理期日回数のいずれも減少している。平均期日間隔については，平成23

年以降令和元年までは，わずかに減少傾向にあったが，令和２年に前年よりも長期化している。令和２年に，

前年と比較して，平均期日回数が減少した一方で平均期日間隔が長期化した背景には，新型コロナウイルス

感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われ

る。 

 

 

 

※　端数処理の関係で，表示された数値が同一となることがある。

【図８】　平均期日回数及び平均期日間隔の推移（人事訴訟）
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○ 終局区分別の既済件数等 

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表

５】のとおりである。判決（39.8％）は前回

（ 39.9％）とほぼ同様であったが，和解

（38.9％）は前回（45.1％）より減少した一

方で，取下げ（18.5％）が前回（12.3％）よ

り増加した1。なお，判決で終局した事件のう

ち対席判決による割合（67.6％）は，前回

（69.5％）より1.9％減少しているが，民事

第一審訴訟事件と比べて高い水準を維持して

いる。（第８回報告書131頁【表４】参照） 

 

 

○ 訴訟代理人の選任状況 

訴訟代理人の選任状況は，【表６】のとお

りであり，民事第一審訴訟事件と比べて，双

方に訴訟代理人が選任された事件の割合が高

く（６割を上回っている。），本人による事件

の割合が低いことは，前回とほぼ同じである

（第８回報告書131頁【表５】参照）。 

 

 

 

  

○ 審理の状況 

平均期日回数（平均口頭弁論期日回数及び

平均争点整理期日回数の双方）及び平均期日

間隔は【表７】のとおりである。平均口頭弁

論期日回数は前回と変わらなかったが，平均

争点整理期日回数（5.2回）が前回（5.3回）

より若干減少したことにより，平均期日回数

は前回（7.6回）よりも若干減少し，7.4回と

なっている。平均期日間隔については，前回

（1.7月）より若干増加して，1.9月となって

いる。（第８回報告書131頁【表６】参照） 

平均期日回数及び平均期日間隔の推移は

【図８】のとおりである。平均期日回数につ

いては，平均口頭弁論期日回数が長期的に見

                                                                                                 
1 和解で終局した事件割合が減少した一方で，取下げで終局した事件割合が増加した背景には，新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響により，外出（裁判所への出頭）による感染リスクを懸念して訴えをいったん取り下げる当事者が増加したことも一因で

はないかと推測される。 

和解

1,513 22,372

2.8% 3.2%

38.9% 35.3%

3,171 43,364

それ以外

18.5% 18.2%
取下げ

230 3,929

うち対席（％は判決

に対する割合）

【表５】　終局区分別の既済件数及び事件割合
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

判決

人事訴訟
民事第一審

訴訟
事件の種類

3,243 53,084

39.8% 43.2%

2,191 28,747

67.6% 54.2%

本人による
163 9,889

2.0% 8.1%

被告側のみ

訴訟代理人

112 3,439

1.4% 2.8%

原告側のみ

訴訟代理人

2,549 54,796

31.2% 44.6%

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

【表６】　訴訟代理人の選任状況
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

44.5%

双方に

訴訟代理人

5,333 54,625

65.4%

※　端数処理の関係で，平均口頭弁論期日回数と平均争点整理

  　期日回数の合計は，全体の平均期日回数とは必ずしも一致

  　しない。

平均期日間隔（月） 1.9 2.1

うち平均争点整理
期日回数

【表７】　平均期日回数及び平均期日間隔
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

事件の種類 人事訴訟
民事第一審訴

訟

2.2 1.7

平均期日回数 7.4 4.7

うち平均口頭弁論

期日回数

5.2 3.0

てわずかに減少傾向にあるのに対し，平均争点整理期日回数は，平成23年以降令和元年まで一貫して長期化

傾向にあり，それに伴い全体の平均期日回数も長期化傾向にあったが，令和２年には，前年と比較して，平

均口頭弁論期日回数及び平均争点整理期日回数のいずれも減少している。平均期日間隔については，平成23

年以降令和元年までは，わずかに減少傾向にあったが，令和２年に前年よりも長期化している。令和２年に，

前年と比較して，平均期日回数が減少した一方で平均期日間隔が長期化した背景には，新型コロナウイルス

感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われ

る。 

 

 

 

※　端数処理の関係で，表示された数値が同一となることがある。

【図８】　平均期日回数及び平均期日間隔の推移（人事訴訟）
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争点整理手続の実施件数及び実施率は【表

９】のとおりである。争点整理手続の実施率

は，前回（ 68.6％）より 1.5％減少して

67.1％であり，前回と同様，民事第一審訴訟

事件と比べて高い水準にある（第８回報告書

132頁【表７】参照）。 

 

 

 

人証調べ実施率及び平均人証数は【表10】

のとおりである。人証調べ実施率（37.3％）

は前回（39.7％）より減少したが，民事第一

審訴訟事件と比べて高い傾向が続いているこ

とは前回と同様である（第８回報告書132頁

【表８】参照）。こうした傾向には，当事者

間に争いのない事実についても証明が必要で

あること（人事訴訟法19条１項）や，婚姻生

活中の事実関係について証明力の高い書証が

少ないことが影響しているものと思われる。 

 

なお，人証調べを実施した事件における平

均審理期間及び平均人証調べ期間は【表11】

のとおりであり，平均審理期間（17.3月）は

前回（15.8月）よりも増加している一方で，

平均人証調べ期間は前回と変わっていない

（第８回報告書132頁【表９】参照）。平均審

理期間は，民事第一審訴訟事件（全体）の22.0月（前掲Ⅲ．１．１【表18】）と比べると短い。 

 

 離婚の訴えにおける訴訟代理人弁護士の関与の有無別の平均審理期間の推移は【図12】のとおりであり，

当事者の双方又はいずれか一方に訴訟代理人弁護士の関与がある事件の平均審理期間は，当事者のいずれに

も訴訟代理人弁護士の関与がない事件の平均審理期間を上回っており，ここ数年は，おおむね８か月ほど長

くなる傾向が見られる。 

  

【表９】　争点整理手続の実施件数及び実施率
          （人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

争
点

整

理

手

続

実施件数 5,470 52,814

実施率 67.1% 43.0%

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

【表１０】　人証調べ実施率及び平均人証数
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

平均人証数
(人証調べ実施事件)

1.9 2.7

人証調べ実施率 37.3% 12.4%

平均人証数 0.7 0.3

【表１１】　人証調べを実施した事件における平均審理
　　　　　期間及び平均人証調べ期間（人事訴訟）

平均審理期間（月） 17.3

平均人証調べ期間（月） 0.2

 

離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与の申立ての有無別の審理の状況は【表13】の

とおりである。 

  

【図１２】　離婚の訴えにおける訴訟代理人弁護士の関与の有無別の平均審理期間の推移
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争点整理手続の実施件数及び実施率は【表

９】のとおりである。争点整理手続の実施率

は，前回（ 68.6％）より 1.5％減少して

67.1％であり，前回と同様，民事第一審訴訟

事件と比べて高い水準にある（第８回報告書

132頁【表７】参照）。 

 

 

 

人証調べ実施率及び平均人証数は【表10】

のとおりである。人証調べ実施率（37.3％）

は前回（39.7％）より減少したが，民事第一

審訴訟事件と比べて高い傾向が続いているこ

とは前回と同様である（第８回報告書132頁

【表８】参照）。こうした傾向には，当事者

間に争いのない事実についても証明が必要で

あること（人事訴訟法19条１項）や，婚姻生

活中の事実関係について証明力の高い書証が

少ないことが影響しているものと思われる。 

 

なお，人証調べを実施した事件における平

均審理期間及び平均人証調べ期間は【表11】

のとおりであり，平均審理期間（17.3月）は

前回（15.8月）よりも増加している一方で，

平均人証調べ期間は前回と変わっていない

（第８回報告書132頁【表９】参照）。平均審

理期間は，民事第一審訴訟事件（全体）の22.0月（前掲Ⅲ．１．１【表18】）と比べると短い。 

 

 離婚の訴えにおける訴訟代理人弁護士の関与の有無別の平均審理期間の推移は【図12】のとおりであり，

当事者の双方又はいずれか一方に訴訟代理人弁護士の関与がある事件の平均審理期間は，当事者のいずれに

も訴訟代理人弁護士の関与がない事件の平均審理期間を上回っており，ここ数年は，おおむね８か月ほど長

くなる傾向が見られる。 

  

【表９】　争点整理手続の実施件数及び実施率
          （人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

争
点

整

理

手

続

実施件数 5,470 52,814

実施率 67.1% 43.0%

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

事件の種類 人事訴訟
民事第一審

訴訟

【表１０】　人証調べ実施率及び平均人証数
　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

平均人証数
(人証調べ実施事件)

1.9 2.7

人証調べ実施率 37.3% 12.4%

平均人証数 0.7 0.3

【表１１】　人証調べを実施した事件における平均審理
　　　　　期間及び平均人証調べ期間（人事訴訟）

平均審理期間（月） 17.3

平均人証調べ期間（月） 0.2

 

離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与の申立ての有無別の審理の状況は【表13】の

とおりである。 

  

【図１２】　離婚の訴えにおける訴訟代理人弁護士の関与の有無別の平均審理期間の推移
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離婚の訴えのうち財産分与の申立てがある事件（以下「財産分与の申立てがある離婚事件」という。）の

平均審理期間がそれ以外の事件より長くなっていることは，前回と変わらない。財産分与の申立てがある離

婚事件の終局区分別の事件割合について見ると，和解で終局した事件の割合が前回（60.5％）より8.6％減

少して51.9％となった一方，判決で終局した事件の割合が前回（29.3％）より1.6％増加して30.9％となり，

取下げで終局した事件の割合が前回（8.2％）より6.9％増加して15.1％となっている2。（第８回報告書133

頁【表10】参照） 

なお，財産分与の申立てがある離婚事件の終局区分別の平均審理期間は，【図14】のとおり，判決による

場合の方が和解による場合よりおおむね４か月程度長くなる傾向が見られる。 

  

                                                                                                 
2 脚注１参照 

【表１３】　離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与の申立ての有無別の審理の状況
　　　　　　（人事訴訟）

離婚 離婚以外親権者の指定をすべき子 財産分与の申立て

あり なし あり なし

889

平均審理期間（月） 14.2 14.5 13.7 17.7 12.1 10.5

既済件数 7,268 4,464 2,804 2,713 4,555

4.6

平均期日間隔（月） 1.8 1.8 1.9 1.7 2.0 2.3

平均期日回数 7.7 8.0 7.2 10.4 6.2

６月超

１年以内

2,004 1,220 784 580

43.6%

審
理

期
間

６月以内
1,608 911 697 278 1,330 320

22.1%

争点整理実施率 69.9% 73.1% 64.8% 86.7% 59.9%

1,424 301

27.6% 27.3% 28.0% 21.4% 31.3% 33.9%

20.4% 24.9% 10.2% 29.2% 36.0%

220

37.8% 39.5% 35.2% 47.8% 31.8% 24.7%

１年超
２年以内

2,748 1,762 986 1,298 1,450

43

10.5% 10.8% 9.9% 17.2% 6.5% 4.8%

２年超
３年以内

762 484 278 466 296

5

1.9% 1.9% 2.0% 3.2% 1.1% 0.6%

３年超
５年以内

140 83 57 88 52

-

0.08% 0.09% 0.1% 0.1% 0.07% -
５年超

6 4 2 3 3

2,692 419

67.6% 70.2% 63.6% 81.9% 59.1% 47.1%

訴

訟

代

理

人

の

選

任

状

況

当事者双方
4,914 3,132 1,782 2,222

原告側のみ
2,140 1,219 921 450 1,690 409

29.4% 27.3% 32.8% 16.6% 37.1% 46.0%

26

1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.2% 2.9%
被告側のみ

86 52 34 30 56

35

1.8% 1.4% 2.4% 0.4% 2.6% 3.9%
本人による

128 61 67 11 117

1,853 552

37.0% 36.3% 38.2% 30.9% 40.7% 62.1%

終
局
区

分

判決
2,691 1,619 1,072 838

和解
3,047 1,981 1,066 1,407 1,640 124

41.9% 44.4% 38.0% 51.9% 36.0% 13.9%

179

18.4% 17.1% 20.4% 15.1% 20.3% 20.1%
取下げ

1,334 762 572 409 925

34

2.7% 2.3% 3.4% 2.2% 3.0% 3.8%
それ以外

196 102 94 59 137

離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与申立ての有無別平均審理期間の推移は，【図

15】のとおりである。離婚の訴えのうち親権者の指定をすべき子がいる事件（以下「親権者の指定をすべ

き子がいる離婚事件」という。）の平均審理期間は，ここ数年，親権者の指定をすべき子がいない離婚事

件の平均審理期間を上回っているが，その差は１か月に満たず，それほど大きくはないのに対し，財産分

与の申立てがある離婚事件の平均審理期間は，同申立てがない離婚事件の平均審理期間を一貫して上回っ

ており，ここ数年は，おおむね５か月ほど長くなる傾向が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１４】　財産分与の申立てがある離婚の訴えにおける終局区分別平均審理期間の推移
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なお，財産分与の申立てがある離婚事件の終局区分別の平均審理期間は，【図14】のとおり，判決による

場合の方が和解による場合よりおおむね４か月程度長くなる傾向が見られる。 
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【図１４】　財産分与の申立てがある離婚の訴えにおける終局区分別平均審理期間の推移
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離婚の訴えにおける財産分与申立ての有無別平均期日回数及び平均期日間隔の推移は【図16】のとおり

であり，平均期日回数については，財産分与の申立てがある離婚事件が同申立てがない離婚事件を上回って

おり，ここ数年は，おおむね４回ほど多くなる傾向が見られるのに対し，平均期日間隔については，財産分

与の申立てがある離婚事件の方が同申立てがない離婚事件よりも短く，ここ数年は，おおむね0.2か月ほど

短くなる傾向が見られる3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
3 財産分与の申立てがある事件の方が同申立てがない事件よりも平均期日間隔が短い傾向にある理由としては，同申立てのある

事件は，同申立てのない事件よりも，当事者双方に訴訟代理人弁護士が選任されている割合が高いところ（【表 13】参照），訴訟

代理人弁護士が選任されていない場合には，同弁護士が選任されている場合よりも，期日間における準備に時間がかかることも

一因ではないかと推測される。 

【図１５】　離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与申立ての有無別平均審理期間の推移
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○ 上訴に関する状況 

上訴率4及び上訴事件割合5は【図17】のとおりである。民事第一審訴訟事件に比べ，いずれも高水準であ

る。 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
4 上訴率は，判決で終局した事件の中で上訴がされた事件の占める割合を指す。 
5 上訴事件割合は，全既済事件の中で上訴がされた事件の占める割合を指す。 

※　端数処理の関係で，表示された数値が同一となることがある。

【図１６】　離婚の訴えにおける財産分与申立ての有無別平均期日回数及び平均期日間隔の推移
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〈上訴率〉

〈上訴事件割合〉

【図１７】　上訴率及び上訴事件割合の推移

　　　　　　　（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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【図18】からは，既済事件に占める財産分与の申立てがある離婚事件の割合が長期的に増加傾向にある

こととおおむね対応する形で，人事訴訟の平均審理期間が長期化する傾向にあることが読み取れることから，

財産分与の申立てがある離婚事件の増加が人事訴訟全体の平均審理期間を押し上げている原因の一つである

と推測される。この人事訴訟の平均審理期間の長期化に関しては，財産分与の申立てがある離婚事件につい

て，資料収集をめぐって審理が難航しがちであることのほか，離婚原因について，必ずしも事案の結論には

結び付かない周辺事情についてまで主張の応酬が繰り返されがちであること等が指摘されている。財産分与

の申立てがある離婚事件の割合については，今後も推移を見ていく必要があろう。また，この財産分与の申

立てがある離婚事件については，【表６】，【表13】及び【図19】のとおり，訴訟代理人が選任された事件の

割合が人事訴訟全体と比べても高く，かつ増加傾向にあり，事件の困難化傾向を示唆しているとも考えられ

る。 

 人事訴訟において，いわゆる欠席判決により終局する場合6でも証拠調べが必要であることが，民事第一

審訴訟事件と比べて審理期間が長くなる要因の一つであるとの指摘（第３回報告書分析編35頁，第５回報告

書概況編66頁）についても，前提事情の変更はうかがわれない。 
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【図１７】　上訴率及び上訴事件割合の推移
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また，【図20①】及び【図20②】のとおり，人証調べを実施して対席判決で終局した事件（全体及び財産

分与の申立てがある離婚事件の双方）において，合計の平均審理期間の長期化が，主として，第１回口頭弁

論期日から人証調べ開始までの期間，すなわち争点整理に費やされる期間の長期化によって生じていること

が読み取れる。 

人事訴訟におけるこうした争点整理期間の長期化に関しては，従前から，例えば，財産分与の申立てが

ある離婚事件については，対象財産に係る資料を保有する側において，感情的反発等の理由からその提出を

拒否するために，反対当事者が多数の調査嘱託の申立てを行ったり，基準時（別居時）の前後における預金

の無断引き出し等に関し，預金取引履歴の開示範囲をめぐって当事者が対立したりするなど，資料収集をめ

ぐって審理が難航しがちであること，また，離婚原因については，「婚姻を継続し難い重大な事由」（民法

770条１項５号）が抽象的な要件であることもあって，感情的な思い入れの強い当事者間で，必ずしも事案

の結論と結び付かない周辺事情についてまで主張の応酬が繰り返されがちであること等の指摘がされていた

が（第６回報告書187頁），この点についても大幅な事情の変更はうかがわれない。 

【図１９】　財産分与の申立てがある離婚の訴えにおける訴訟代理人選任状況の推移（人事訴訟）
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【図２０①】　人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移
　　　　　　　　（人事訴訟）

【図２０②】　財産分与の申立てがある離婚の訴えのうち人証調べを実施して対席判決で終局した事件
　　　　　　　 における手続段階別平均期間の推移（人事訴訟）
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【図２０①】　人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移
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　　　　　　　 における手続段階別平均期間の推移（人事訴訟）
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１ 実情調査の位置付け（目的） 

家事調停事件については，各庁において評議を通じた裁判官関与の充実の取組等が行われているものの，

遺産分割以外の事件に関する平均審理期間はやや長期化の傾向にある。また，人事訴訟事件に関する平均審

理期間は，おおむね一貫して長期化傾向にある。 

こうした状況を踏まえ，第８回報告書においては，調停委員会内部における認識共有の更なる浸透を前

提に，調停委員会と当事者との間の認識共有を更に深めるための取組を引き続き進めるとともに，調停委員

会と当事者との間の認識共有を踏まえ，当事者の自主的紛争解決に向けた意欲を引き出すような働き掛けの

在り方という視点が重要になるとの課題や，人事訴訟の審理及び結論の見通しを念頭に置いて離婚調停を進

めるために，効果的な取組を共有するなど横断的な取組が重要であり，そうした取組を調停委員との間でも

共有していくことが必要になるという課題等が指摘されたところである。 

また，今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は，家庭裁判所の裁判事務にも影響を与えており，

特に，小規模の室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情を聴取することが多い調停手続は，家事事

件の中でも，新型コロナウイルス感染症とそれに伴う生活様式の変化の影響やそれによる制約を大きく受け

る事件類型であると想定される。 

そこで，今回の検証では，令和２年 11 月に，中規模庁１庁及び同庁に対応する単位弁護士会に対して実

情調査を実施し1，①新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務（事件動向，事件処理状況等）に

与える影響と裁判所における対応，②上記のとおり，裁判官関与を充実させる取組が浸透しつつある中で，

いわばフロントラインに立って，当事者から事情を聴取し働き掛けを行う役割を担っている調停委員による

調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題，③長期化の続く人事

訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題を中心として，裁判官，調停委員，弁護士から

忌憚のない意見を聴取した。 

 実情調査の結果の要点は，次のとおりである。 

 

２ 実情調査の結果 

（１）新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務に与える影響と裁判所における対応 

裁判所の側から，緊急事態宣言の発令に伴い，特に緊急を要する事件を除き，基本的に調停期日は取

り消したが，保全事件や婚姻費用分担・養育費事件等の緊急性が高いと思われる事件については，裁判

官から手続代理人に連絡をして進行について相談したり，期日が取り消され手続が進められない期間に

おいても，手続代理人に予定されていた書面の提出を電話で依頼するなど，手続が止まらないように工

夫をしていた，緊急事態解除宣言後は，調停事件に関し，婚姻費用分担・養育費事件を優先に期日調整

を行い，その他の事件については，基本的に取り消された期日の順番で順次手続を再開していったとの

実情が紹介された。 

また，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から，家庭裁判所においても，電話会議の活

用を含む様々な対策が採られているところ，裁判所の側からは，その例として，調停室や当事者待合室

                                                                                                 
1 実情調査先については，新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務に与える影響と裁判所における対応が調査事項に

なっていることを踏まえ，事件の個別性の影響を受けないよう，一定数の家事調停事件及び人事訴訟事件が係属し，かつ，管内

及び周辺地域における新型コロナウイルス感染症の感染者数が一定数に及び，同感染症が事件処理等に具体的な影響を及ぼ

していることが想定される規模の庁を選択するとともに，同感染症への対応等に関し令和２年 10 月に大規模庁である東京家庭裁

判所本庁に対して実情調査が実施されたことから，大規模庁以外の家庭裁判所及び同庁に対応する弁護士会を選定した。 

３３  家家事事事事件件及及びび人人事事訴訴訟訟事事件件にに係係るる実実情情調調査査のの結結果果  
の三密を避けるために，一定の広さを有する調停室のみを使用したり，各当事者がそれぞれ調停室に待

機し，調停委員が両調停室の間を移動する方式（いわゆる「別室調停方式」）を採るなどの取組が行われ

ているとの実情が紹介された。また，裁判所の側からは，それらの取組の結果，１日に実施できる調停

期日に制約が生じたことから，期日を実施できる事件数を確保するとともに，感染拡大防止の観点から

当事者等の接触時間を短縮するために，期日の所要時間を原則として１時間に短縮した上で，従前，午

前，午後のいずれも１枠であった期日について，午前１枠，午後２枠としたとの取組も紹介された。さ

らに，期日指定の際に，次回期日に加えて，次々回期日も指定することにより，直近の期日を取り消す

ことになっても，次々回期日を維持することで，期日の再指定に伴う期日間隔の長期化を回避する取組

も紹介された。 

弁護士の側からは，新型コロナウイルス感染症の影響に対する家庭裁判所の対応について，使用でき

る調停室の数や広さの制約の結果，調停期日が入りにくくなっている面はあるものの，手続を進めるべ

き事件は進めたり，手続が止まらないように期日指定の際に２期日を指定するなど，適切な対応がされ

ているとの意見が出されたほか，調停室等の整備について検討を続ける必要性も指摘された。 

（２）調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題 

ア 調停委員による当事者に対する説明，事情聴取，働き掛けの実情 

（ア）当事者に対する説明 

調停委員から，初回期日の冒頭に，口頭で又は紙芝居のようなツールを使用して，調停の一般的な

手続の流れや留意点について説明しているという実情の紹介があった。 

これに対し，弁護士の側からは，例えば，婚姻費用分担事件において，手続代理人の就いていない

当事者が，調停が不成立となると審判手続に移行することを認識せずに，いつまでも紛争を継続して

いれば何とかなるのではないかと考えている場合もあり，調停手続の大枠について調停委員から説明

があった方が，当事者も見通しを持って動くことができて良いと思うとの意見や，当事者の理解力や

期日の時間上の制約から当事者が調停委員の説明を十分理解できていないと感じることもあり，期日

の状況や次回までの準備事項，今後の見通し等については，代理人からも別途説明しているとの実情

の紹介があった。 

（イ）当事者からの事情聴取 

   裁判官からは，期日の時間上の制約がある中で，短時間で効率的かつ充実した事情聴取を行うために，

期日の標準的な時間配分に関する説明資料を調停委員に配布し，当事者に説明してもらうことで，限

られた時間内での進行のイメージについて調停委員会内及び当事者との間で認識共有を行うという工

夫例が紹介された。また，調停委員からは，期日で聴取するポイントを絞り込むための工夫例として，

①第１回期日前ないし期日間の準備を充実させ，必要な主張の記載された書面や資料の事前提出を促

すほか，②調停の初期の段階では，紛争の実情把握と，どのような点を調停で話し合いたいのか，対

立点を明確にする作業を行っている，③紛争性の高い夫婦関係調整事件や面会交流事件等，まずは感

情の整理を行うことが有効な事件については，最初に紛争が初期の段階かかなり激化した段階かとい

った紛争のステージを把握するといったことが紹介された。 

   また，短時間で効率的かつ充実した事情聴取等の調停運営を行うために，裁判官及び調停委員の双方

から，評議の重要性についても指摘がされており，進行が難しそうな事案について，①当該期日にお

いて聴取する事項等について積極的に事前評議を行ったり，②裁判官の事前検討段階における心証や

指示事項があれば，連絡メモに記載し，調停委員の進行の参考にしてもらうほか，③新たな事情が判

明した場合など進行方針の転換が必要な場合には中間評議を行うなどしている取組例が紹介され，前

回報告書でも指摘されたとおり，評議等を通じた調停委員会内部の認識共有の取組の趣旨が一定程度

浸透していることがうかがわれる。もっとも，弁護士の側からは，調停手続において，裁判官と調停

Ⅴ　家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等
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１ 実情調査の位置付け（目的） 

家事調停事件については，各庁において評議を通じた裁判官関与の充実の取組等が行われているものの，

遺産分割以外の事件に関する平均審理期間はやや長期化の傾向にある。また，人事訴訟事件に関する平均審

理期間は，おおむね一貫して長期化傾向にある。 

こうした状況を踏まえ，第８回報告書においては，調停委員会内部における認識共有の更なる浸透を前

提に，調停委員会と当事者との間の認識共有を更に深めるための取組を引き続き進めるとともに，調停委員

会と当事者との間の認識共有を踏まえ，当事者の自主的紛争解決に向けた意欲を引き出すような働き掛けの

在り方という視点が重要になるとの課題や，人事訴訟の審理及び結論の見通しを念頭に置いて離婚調停を進

めるために，効果的な取組を共有するなど横断的な取組が重要であり，そうした取組を調停委員との間でも

共有していくことが必要になるという課題等が指摘されたところである。 

また，今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は，家庭裁判所の裁判事務にも影響を与えており，

特に，小規模の室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情を聴取することが多い調停手続は，家事事

件の中でも，新型コロナウイルス感染症とそれに伴う生活様式の変化の影響やそれによる制約を大きく受け

る事件類型であると想定される。 

そこで，今回の検証では，令和２年 11 月に，中規模庁１庁及び同庁に対応する単位弁護士会に対して実

情調査を実施し1，①新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務（事件動向，事件処理状況等）に

与える影響と裁判所における対応，②上記のとおり，裁判官関与を充実させる取組が浸透しつつある中で，

いわばフロントラインに立って，当事者から事情を聴取し働き掛けを行う役割を担っている調停委員による

調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題，③長期化の続く人事

訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題を中心として，裁判官，調停委員，弁護士から

忌憚のない意見を聴取した。 

 実情調査の結果の要点は，次のとおりである。 

 

２ 実情調査の結果 

（１）新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務に与える影響と裁判所における対応 

裁判所の側から，緊急事態宣言の発令に伴い，特に緊急を要する事件を除き，基本的に調停期日は取

り消したが，保全事件や婚姻費用分担・養育費事件等の緊急性が高いと思われる事件については，裁判

官から手続代理人に連絡をして進行について相談したり，期日が取り消され手続が進められない期間に

おいても，手続代理人に予定されていた書面の提出を電話で依頼するなど，手続が止まらないように工

夫をしていた，緊急事態解除宣言後は，調停事件に関し，婚姻費用分担・養育費事件を優先に期日調整

を行い，その他の事件については，基本的に取り消された期日の順番で順次手続を再開していったとの

実情が紹介された。 

また，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から，家庭裁判所においても，電話会議の活

用を含む様々な対策が採られているところ，裁判所の側からは，その例として，調停室や当事者待合室

                                                                                                 
1 実情調査先については，新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務に与える影響と裁判所における対応が調査事項に

なっていることを踏まえ，事件の個別性の影響を受けないよう，一定数の家事調停事件及び人事訴訟事件が係属し，かつ，管内

及び周辺地域における新型コロナウイルス感染症の感染者数が一定数に及び，同感染症が事件処理等に具体的な影響を及ぼ

していることが想定される規模の庁を選択するとともに，同感染症への対応等に関し令和２年 10 月に大規模庁である東京家庭裁

判所本庁に対して実情調査が実施されたことから，大規模庁以外の家庭裁判所及び同庁に対応する弁護士会を選定した。 

３３  家家事事事事件件及及びび人人事事訴訴訟訟事事件件にに係係るる実実情情調調査査のの結結果果  
の三密を避けるために，一定の広さを有する調停室のみを使用したり，各当事者がそれぞれ調停室に待

機し，調停委員が両調停室の間を移動する方式（いわゆる「別室調停方式」）を採るなどの取組が行われ

ているとの実情が紹介された。また，裁判所の側からは，それらの取組の結果，１日に実施できる調停

期日に制約が生じたことから，期日を実施できる事件数を確保するとともに，感染拡大防止の観点から

当事者等の接触時間を短縮するために，期日の所要時間を原則として１時間に短縮した上で，従前，午

前，午後のいずれも１枠であった期日について，午前１枠，午後２枠としたとの取組も紹介された。さ

らに，期日指定の際に，次回期日に加えて，次々回期日も指定することにより，直近の期日を取り消す

ことになっても，次々回期日を維持することで，期日の再指定に伴う期日間隔の長期化を回避する取組

も紹介された。 

弁護士の側からは，新型コロナウイルス感染症の影響に対する家庭裁判所の対応について，使用でき

る調停室の数や広さの制約の結果，調停期日が入りにくくなっている面はあるものの，手続を進めるべ

き事件は進めたり，手続が止まらないように期日指定の際に２期日を指定するなど，適切な対応がされ

ているとの意見が出されたほか，調停室等の整備について検討を続ける必要性も指摘された。 

（２）調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題 

ア 調停委員による当事者に対する説明，事情聴取，働き掛けの実情 

（ア）当事者に対する説明 

調停委員から，初回期日の冒頭に，口頭で又は紙芝居のようなツールを使用して，調停の一般的な

手続の流れや留意点について説明しているという実情の紹介があった。 

これに対し，弁護士の側からは，例えば，婚姻費用分担事件において，手続代理人の就いていない

当事者が，調停が不成立となると審判手続に移行することを認識せずに，いつまでも紛争を継続して

いれば何とかなるのではないかと考えている場合もあり，調停手続の大枠について調停委員から説明

があった方が，当事者も見通しを持って動くことができて良いと思うとの意見や，当事者の理解力や

期日の時間上の制約から当事者が調停委員の説明を十分理解できていないと感じることもあり，期日

の状況や次回までの準備事項，今後の見通し等については，代理人からも別途説明しているとの実情

の紹介があった。 

（イ）当事者からの事情聴取 

   裁判官からは，期日の時間上の制約がある中で，短時間で効率的かつ充実した事情聴取を行うために，

期日の標準的な時間配分に関する説明資料を調停委員に配布し，当事者に説明してもらうことで，限

られた時間内での進行のイメージについて調停委員会内及び当事者との間で認識共有を行うという工

夫例が紹介された。また，調停委員からは，期日で聴取するポイントを絞り込むための工夫例として，

①第１回期日前ないし期日間の準備を充実させ，必要な主張の記載された書面や資料の事前提出を促

すほか，②調停の初期の段階では，紛争の実情把握と，どのような点を調停で話し合いたいのか，対

立点を明確にする作業を行っている，③紛争性の高い夫婦関係調整事件や面会交流事件等，まずは感

情の整理を行うことが有効な事件については，最初に紛争が初期の段階かかなり激化した段階かとい

った紛争のステージを把握するといったことが紹介された。 

   また，短時間で効率的かつ充実した事情聴取等の調停運営を行うために，裁判官及び調停委員の双方

から，評議の重要性についても指摘がされており，進行が難しそうな事案について，①当該期日にお

いて聴取する事項等について積極的に事前評議を行ったり，②裁判官の事前検討段階における心証や

指示事項があれば，連絡メモに記載し，調停委員の進行の参考にしてもらうほか，③新たな事情が判

明した場合など進行方針の転換が必要な場合には中間評議を行うなどしている取組例が紹介され，前

回報告書でも指摘されたとおり，評議等を通じた調停委員会内部の認識共有の取組の趣旨が一定程度

浸透していることがうかがわれる。もっとも，弁護士の側からは，調停手続において，裁判官と調停

Ⅴ
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委員との連携不足を感じることは少ないものの，財産分与等争点が複雑な場合，調停委員が争点や当

事者の主張について本当に理解しているか不安に感じることがあるとの意見もあった。 

（ウ）当事者に対する働き掛け 

   当事者に未成年子がいる場合に当事者に子の利益を意識させるための働き掛けについて，調停委員か

らは，親ガイダンス2や，調査官による働き掛け，調査結果や試行的面会交流の結果を踏まえた期日に

おける調停委員等による働き掛け，手続代理人の働き掛けを通じ，子の視点を最優先にした前向きな

夫婦間の話合いができるケースが多くなったとの実情の紹介があり，前回報告書でも指摘された，当

事者の自主的紛争解決に向けた意欲を引き出す働き掛けのための関係職種間の連携の重要性や，親ガ

イダンスの有効性が指摘された。 

（エ）手続代理人の果たす役割の重要性 

   裁判官及び調停委員から，家事調停における手続代理人の果たす役割の重要性が指摘されるとともに，

それを前提とした手続代理人に対する要望が出された。具体的には，事情聴取に関し，調停委員から，

紛争性が高く，感情の整理が必要な事件でも，手続代理人が就き，依頼者と十分な打合せを行ってい

ると，調停での事情聴取もスムーズな場合が多いという意見があった。また，当事者に子の利益を意

識させるための働き掛けに関し，調停委員から，手続代理人から当事者に対して子の利益を最優先に

した働き掛けを行ってほしいとの要望が述べられるとともに，裁判官からも，手続代理人の説得によ

り子の利益を考えた良い解決に向かうケースがある一方で，手続代理人から子の利益を最優先に考え

た働き掛けがされないケースもあり，家事調停における手続代理人には，家事調停が，家族関係の再

構築の場であり，特に未成年子に大きな影響を与えることを十分に理解した上で，当事者にとって真

に最適な道を選べるように，法律家として適切なアドバイスをしてほしい，ただ争うだけが依頼者の

利益になるわけではないという視点を持ってもらいたいとの意見があった。 

イ 調停期日の進行 

（ア）進行のイメージ等の調停委員会内及び当事者との間の認識共有 

調停委員から，手続全体の進行のイメージ・見通し，各期日の進行・位置付け，当該事件の争点・

課題等について，調停委員会内及び当事者との間における認識共有を行うための取組が進められてい

る実情が紹介された。具体的には，調停委員会内の取組として，①事件類型別に，進行のイメージや，

聴取・評議すべき事項が記載され，どの時点で何を確認しなければいけないのかといった各期日の位

置付けを確認できるフローチャートの活用や，②経過メモへの期日の進行に関する裁判官の指示の記

載や事前評議の活用，当事者との間の取組として，①ホワイトボードを使用した争点整理の活用，②

期日終了時に，当事者双方同席で又は個別に，期日において主張の一致した点や依然として対立して

いる点，次回までの検討ないし準備事項等を確認する取組の紹介があり，ホワイトボードを使った争

点整理や期日終了時の振り返りについては，弁護士の側からも分かりやすいと好評であった。  

弁護士の側からは，従前は，調停委員が手続全体における各期日の位置付けや争点を意識していな

いと感じる場合も多かった上，毎回双方の主張や争点を確認するだけで，主張間のすり合わせが行わ

れないケースもあったが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大後，調停委員が調停を効率的に早く

進めようとしており，調停委員の力量にもよるが，次回期日までの準備事項や提出期限等細かく指示

を出すケースが増えてきていて，調停がだらだら長引くという印象はあまりないとの指摘があった。

他方で，調停委員会において次回期日で話し合う予定の事項を明示的に確認することはあまりなされ

ておらず，当事者としては進行の流れから次回話し合う事項を推測することが多く，代理人が就いて

                                                                                                 
2 各家庭裁判所において，最高裁判所の作製した動画を用いて，調停の当事者である父母に対し，父母が子どもに関する話合いを

行うときに心掛けたい事項に関し手続の早期段階から一般的に理解していることが望まれる情報を説明するなどして理解を促す

働き掛けを行っているところ，このような取組は現在「親ガイダンス」と呼ばれている。 

いない当事者からすると次回どうなるか分からず不安なのではないかとの意見や，新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大後は同席説明はさほど実施されていないという現状の指摘もあった。 

弁護士の側からは，以前よりも審判移行した場合の見通し等裁判官の見解が具体的に伝えられるよ

うになってきており，当事者の説得にも有用であるなど肯定的に受け止めているという意見が述べら

れ，裁判官からも，進行が煮詰まったり，対立が深まったりしている場合には，調停委員と評議をし

て，調停委員が聴取した事情を前提に最終的に司法判断する場合の見通しを予測しつつ，当該事案に

沿った解決を調停委員会で相談しながら手続を進めているとの紹介があるなど，裁判官関与の充実の

取組の趣旨が浸透していることがうかがわれる。他方で，弁護士の側からは，法的な見解について，

調停委員が結論だけ述べて理由について説明がなかったり，不十分だったりすると，当事者としては

納得できないことから，法的見解を述べる際には理由も含めて説明してほしいとの意見があった。 

（イ）複数の争点がある場合の進行 

   離婚，婚姻費用，面会交流等の複数の事件ないし争点がある場合の進行に関して，裁判所の側から，

当事者に対して経済的なものは優先して進めるよう提案をしたり，当事者に優先順位を聞き，当事者

のニーズを把握できれば，それを踏まえて暫定的な合意を先に行った上で他の事件等の手続を進める

などの工夫をしているとの紹介があった。特に，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて，早期解

決のニーズの高い婚姻費用分担，養育費事件については，当事者のニーズを踏まえたより効率的な進

行を考え，できる限り初回，遅くとも２回目には結論に至るように評議を進めているとの実情の紹介

があった。 

ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした調停運営の在り方に関する意識の変化 

  調停委員からは，①従来，当事者の話を傾聴し，共感することによって，当事者自らに課題に気付いて

もらい，自主的解決に向かうよう促していたところ，家事事件手続法の施行後，このような自主的紛争

解決のための基本的なプロセスを大事にしつつ，裁判所として法的な枠組みの中でどのような解決がで

きるのかについて見通しを持って聴取・調整を行うこととし，従前よりも時間と回数をかけることなく，

法的枠組みの中での自主的解決に導いているとの実情の紹介や，②当事者に対し，感情では解決できな

いことが伝わるようなアドバイスをしつつ，他方で，説得させられたと感じないように心掛けており，

そのために，比較的早い段階で争点整理を行うことで，当事者に，自らが何を希望しているか，相手方

の主張とはどこが対立しており，その対立の解消を妨げている原因ないし課題が何であるかについて認

識してもらい，自主的紛争解決の意欲を引き出せるよう心掛けている旨の取組の紹介があった。また，

新型コロナウイルス感染症の影響による調停運営に関する意識の変化について，調停委員からは，調停

期日の所要時間を短縮した結果，どのようにすれば短時間で効率的な調停運営を行えるかについて改め

て考えるようになったとの意見が出され，裁判官からも，同感染症の感染拡大を契機として，裁判官の

間で，調停の本質に立ち返って調停の在り方について議論するようになったところ，法的枠組みの中で

の紛争解決という司法的機能の発揮がより求められており，特に，国民はスピード感のある法的解決に

対するニーズを有しているとの認識のもと，①当事者の話をただ聞くだけがいわゆる「傾聴」ではなく，

当事者に対して一定の見通しを伝えて，当事者の自主的決定をサポートし，スピード感を持って対応す

ることが求められていること，②そのためには，調停運営を合理化し，長期化させないような工夫が必

要となること，他方で，子を巡る問題等，家庭内の紛争を適切に解決するためには一定の時間を要する

事案もあることから，③これらの事案を見極め，事案に応じたメリハリのついた調停運営を目指すこと

が重要であること，④そのような調停の在り方を実現するためには，調停委員を含む調停委員会の調停

運営能力の向上を図ることが必要であるとともに，より一層裁判官が調停運営にリーダーシップを発揮

していく必要があるが，他の事件や業務を抱える中でいかに調停への関与の時間を増やしていけるかが

課題であること等の意見があった。 

Ⅴ　家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等
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委員との連携不足を感じることは少ないものの，財産分与等争点が複雑な場合，調停委員が争点や当

事者の主張について本当に理解しているか不安に感じることがあるとの意見もあった。 

（ウ）当事者に対する働き掛け 

   当事者に未成年子がいる場合に当事者に子の利益を意識させるための働き掛けについて，調停委員か

らは，親ガイダンス2や，調査官による働き掛け，調査結果や試行的面会交流の結果を踏まえた期日に

おける調停委員等による働き掛け，手続代理人の働き掛けを通じ，子の視点を最優先にした前向きな

夫婦間の話合いができるケースが多くなったとの実情の紹介があり，前回報告書でも指摘された，当

事者の自主的紛争解決に向けた意欲を引き出す働き掛けのための関係職種間の連携の重要性や，親ガ

イダンスの有効性が指摘された。 

（エ）手続代理人の果たす役割の重要性 

   裁判官及び調停委員から，家事調停における手続代理人の果たす役割の重要性が指摘されるとともに，

それを前提とした手続代理人に対する要望が出された。具体的には，事情聴取に関し，調停委員から，

紛争性が高く，感情の整理が必要な事件でも，手続代理人が就き，依頼者と十分な打合せを行ってい

ると，調停での事情聴取もスムーズな場合が多いという意見があった。また，当事者に子の利益を意

識させるための働き掛けに関し，調停委員から，手続代理人から当事者に対して子の利益を最優先に

した働き掛けを行ってほしいとの要望が述べられるとともに，裁判官からも，手続代理人の説得によ

り子の利益を考えた良い解決に向かうケースがある一方で，手続代理人から子の利益を最優先に考え

た働き掛けがされないケースもあり，家事調停における手続代理人には，家事調停が，家族関係の再

構築の場であり，特に未成年子に大きな影響を与えることを十分に理解した上で，当事者にとって真

に最適な道を選べるように，法律家として適切なアドバイスをしてほしい，ただ争うだけが依頼者の

利益になるわけではないという視点を持ってもらいたいとの意見があった。 

イ 調停期日の進行 

（ア）進行のイメージ等の調停委員会内及び当事者との間の認識共有 

調停委員から，手続全体の進行のイメージ・見通し，各期日の進行・位置付け，当該事件の争点・

課題等について，調停委員会内及び当事者との間における認識共有を行うための取組が進められてい

る実情が紹介された。具体的には，調停委員会内の取組として，①事件類型別に，進行のイメージや，

聴取・評議すべき事項が記載され，どの時点で何を確認しなければいけないのかといった各期日の位

置付けを確認できるフローチャートの活用や，②経過メモへの期日の進行に関する裁判官の指示の記

載や事前評議の活用，当事者との間の取組として，①ホワイトボードを使用した争点整理の活用，②

期日終了時に，当事者双方同席で又は個別に，期日において主張の一致した点や依然として対立して

いる点，次回までの検討ないし準備事項等を確認する取組の紹介があり，ホワイトボードを使った争

点整理や期日終了時の振り返りについては，弁護士の側からも分かりやすいと好評であった。  

弁護士の側からは，従前は，調停委員が手続全体における各期日の位置付けや争点を意識していな

いと感じる場合も多かった上，毎回双方の主張や争点を確認するだけで，主張間のすり合わせが行わ

れないケースもあったが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大後，調停委員が調停を効率的に早く

進めようとしており，調停委員の力量にもよるが，次回期日までの準備事項や提出期限等細かく指示

を出すケースが増えてきていて，調停がだらだら長引くという印象はあまりないとの指摘があった。

他方で，調停委員会において次回期日で話し合う予定の事項を明示的に確認することはあまりなされ

ておらず，当事者としては進行の流れから次回話し合う事項を推測することが多く，代理人が就いて

                                                                                                 
2 各家庭裁判所において，最高裁判所の作製した動画を用いて，調停の当事者である父母に対し，父母が子どもに関する話合いを

行うときに心掛けたい事項に関し手続の早期段階から一般的に理解していることが望まれる情報を説明するなどして理解を促す

働き掛けを行っているところ，このような取組は現在「親ガイダンス」と呼ばれている。 

いない当事者からすると次回どうなるか分からず不安なのではないかとの意見や，新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大後は同席説明はさほど実施されていないという現状の指摘もあった。 

弁護士の側からは，以前よりも審判移行した場合の見通し等裁判官の見解が具体的に伝えられるよ

うになってきており，当事者の説得にも有用であるなど肯定的に受け止めているという意見が述べら

れ，裁判官からも，進行が煮詰まったり，対立が深まったりしている場合には，調停委員と評議をし

て，調停委員が聴取した事情を前提に最終的に司法判断する場合の見通しを予測しつつ，当該事案に

沿った解決を調停委員会で相談しながら手続を進めているとの紹介があるなど，裁判官関与の充実の

取組の趣旨が浸透していることがうかがわれる。他方で，弁護士の側からは，法的な見解について，

調停委員が結論だけ述べて理由について説明がなかったり，不十分だったりすると，当事者としては

納得できないことから，法的見解を述べる際には理由も含めて説明してほしいとの意見があった。 

（イ）複数の争点がある場合の進行 

   離婚，婚姻費用，面会交流等の複数の事件ないし争点がある場合の進行に関して，裁判所の側から，

当事者に対して経済的なものは優先して進めるよう提案をしたり，当事者に優先順位を聞き，当事者

のニーズを把握できれば，それを踏まえて暫定的な合意を先に行った上で他の事件等の手続を進める

などの工夫をしているとの紹介があった。特に，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて，早期解

決のニーズの高い婚姻費用分担，養育費事件については，当事者のニーズを踏まえたより効率的な進

行を考え，できる限り初回，遅くとも２回目には結論に至るように評議を進めているとの実情の紹介

があった。 

ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした調停運営の在り方に関する意識の変化 

  調停委員からは，①従来，当事者の話を傾聴し，共感することによって，当事者自らに課題に気付いて

もらい，自主的解決に向かうよう促していたところ，家事事件手続法の施行後，このような自主的紛争

解決のための基本的なプロセスを大事にしつつ，裁判所として法的な枠組みの中でどのような解決がで

きるのかについて見通しを持って聴取・調整を行うこととし，従前よりも時間と回数をかけることなく，

法的枠組みの中での自主的解決に導いているとの実情の紹介や，②当事者に対し，感情では解決できな

いことが伝わるようなアドバイスをしつつ，他方で，説得させられたと感じないように心掛けており，

そのために，比較的早い段階で争点整理を行うことで，当事者に，自らが何を希望しているか，相手方

の主張とはどこが対立しており，その対立の解消を妨げている原因ないし課題が何であるかについて認

識してもらい，自主的紛争解決の意欲を引き出せるよう心掛けている旨の取組の紹介があった。また，

新型コロナウイルス感染症の影響による調停運営に関する意識の変化について，調停委員からは，調停

期日の所要時間を短縮した結果，どのようにすれば短時間で効率的な調停運営を行えるかについて改め

て考えるようになったとの意見が出され，裁判官からも，同感染症の感染拡大を契機として，裁判官の

間で，調停の本質に立ち返って調停の在り方について議論するようになったところ，法的枠組みの中で

の紛争解決という司法的機能の発揮がより求められており，特に，国民はスピード感のある法的解決に

対するニーズを有しているとの認識のもと，①当事者の話をただ聞くだけがいわゆる「傾聴」ではなく，

当事者に対して一定の見通しを伝えて，当事者の自主的決定をサポートし，スピード感を持って対応す

ることが求められていること，②そのためには，調停運営を合理化し，長期化させないような工夫が必

要となること，他方で，子を巡る問題等，家庭内の紛争を適切に解決するためには一定の時間を要する

事案もあることから，③これらの事案を見極め，事案に応じたメリハリのついた調停運営を目指すこと

が重要であること，④そのような調停の在り方を実現するためには，調停委員を含む調停委員会の調停

運営能力の向上を図ることが必要であるとともに，より一層裁判官が調停運営にリーダーシップを発揮

していく必要があるが，他の事件や業務を抱える中でいかに調停への関与の時間を増やしていけるかが

課題であること等の意見があった。 

Ⅴ

３　家事事件及び人事訴訟事件に係る実情調査の結果
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  弁護士の側からも，新型コロナウイルス感染症の感染拡大後，調停委員が効率的かつ迅速に調停手続を

進めようとしており，また，２期日を指定するようになったことにより，調停委員が期日ごとにテーマ

を決めるなど計画を立てて手続を進めている感じがするといった，新型コロナウイルス感染症の影響を

契機とした裁判所側の調停運営の在り方の見直しの機運についての実感が述べられた。また，弁護士の

側からは，当事者が自主的に解決したという納得を得られるようにすること自体は良いと思うが，当事

者にとって大事なのは，調停の過程において言いたいことを十分聞いてもらった上で決めてもらえたと

いう実感が得られることであるので，調停委員には，単に時間をかけて聞くというのではなく，うなず

きや要約といった傾聴のスキルが求められるほか，当事者としてはやはり手続の最初の段階で話を聴い

てもらえた方が良いとの指摘があった。 

（３）人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題 

ア 人事訴訟事件の審理の現状 

  裁判官の側から，財産分与の申立ての有無により要する期日回数が異なっている実情や，補正内容が深

刻である場合，送達できない場合，移送の場合等に，訴え提起から第１回口頭弁論まで時間を要してい

る実情の紹介があった。 

  人事訴訟の審理期間に関し，弁護士の側からは，必要な主張等を行うため一定の期間を要するとしても，

当事者にしてみれば，訴訟の前段階として調停を経ていることから，更に人事訴訟の審理が長期化する

ことの影響は大きく，人事訴訟は１年以内，半年強で終わってほしいとの意見があった。 

イ より合理的かつ効果的な訴訟運営に向けた工夫例等 

（ア）財産分与申立てにおける開示要求に対する対応 

   裁判所の側からは，当事者が財産隠しを疑い五月雨的に開示を求める事件が一定数存在するとの指摘

があった。この点については，当事者に対して，一度目の申立てについては広く調査嘱託を採用する

が二度目は関連性を厳しく審査すると説明すると，一度目で必要な調査嘱託の申立てがされるため，

他の事件よりも長く時間を要するという事態を防げるといった指摘や，訴訟代理人が，当事者と一体

となってしまい，相手方代理人と対立する場合には，任意の開示が難しくなり，長期化しやすい傾向

にあるとの指摘があった。 

   弁護士の側からも，財産分与の申立てがある事案において相手方当事者が開示要求を繰り返すケース

は比較的多いとの実情が紹介されるとともに，その場合，調停の段階から開示できる資料は自ら開示

するのはもちろん，相手方の調査嘱託の申立てについても，迅速な進行のためできる限り同意するよ

うにしているとの紹介があった。 

（イ）人事訴訟における争点整理の在り方 

   争点と関連性のない周辺事情が主張される場合について，裁判所の側からは，裁判所が必要と考える

争点について釈明を求めるにとどめ，関連性のない主張はさせつつもそれ以上掘り下げないことが多

いとの実情の紹介があった。 

   弁護士の側からは，離婚原因が争点となる場合等，裁判所にとっては周辺事情でも，訴訟代理人とし

ては当事者本人との関係上主張せざるを得ない場合があり，事案によっては周辺事情は陳述書に記載

するなどの工夫をしているものの，周辺事情の主張がどんどん広がってしまうケースでは，主張の必

要性・関連性に関する裁判官の考えを示してもらえると，当事者本人も納得してくれやすく，ありが

たいとの意見が述べられた。また，民事訴訟と人事訴訟とでは，人事訴訟の方が無駄な主張が出やす

いと思うが，争点整理のやり方について両者であまり違いを感じないとしつつ，争点整理の議論につ

いて，裁判所が積極的でないと訴訟代理人としては遠慮してしまう面があり，裁判所主導で行っても

らう必要があるとの意見があったが，人事訴訟，調停を問わず，訴訟代理人から争点整理の議論を持

ちかけることは，争点の本質について共通認識がより得られ，良いことであるし，難しいとは思わな

いとの意見もあった。 

（ウ）人事訴訟を念頭に置いた離婚調停 

   前回報告書で課題として指摘された，人事訴訟を念頭に置いた離婚調停の運営に関する効果的取組の

横断的共有について，裁判所の側から，人事訴訟担当者と調停担当者との間で定期的な意見交換会を

持ち，財産分与の争点を採り上げて議論したところ，調停の場面において人事訴訟になった場合の見

通しを当事者に伝えることができるようになり，その結果，人事訴訟の進行が効率的になるとともに，

当事者が見通しを踏まえて調停で解決しようと自主的に選択できるようになっていると思われるとの

紹介があった。 

   弁護士の側からは，調停段階での主張立証に関し，調停成立が困難な事案では，調停段階から財産開

示を求めたり，事実関係の主張立証をしておくことにより，人事訴訟の段階でなるべく早く手続が進

むよう心掛けているとの意見があった一方で，財産分与のように，最終的には金額の問題で，調停成

立の見込みが全くないとはいえない事件については，調停段階で，人事訴訟まで意識してかなり詳し

く主張立証を行い，主張等を整理しておくようにしているが，他方で，離婚や親権そのものが争点で，

調停成立の見込みが立たない場合は，証拠をいつの段階で出すのかという戦略的な面もあり，調停段

階では，離婚や親権に関する当事者の意向を明確に主張し，それに沿う主張をかなりコンパクトに行

い，人事訴訟段階で主張立証をしっかり行う方が事案の解決としても早いと思っており，そのような

対応を心掛けているとの意見もあった。 
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  弁護士の側からも，新型コロナウイルス感染症の感染拡大後，調停委員が効率的かつ迅速に調停手続を

進めようとしており，また，２期日を指定するようになったことにより，調停委員が期日ごとにテーマ

を決めるなど計画を立てて手続を進めている感じがするといった，新型コロナウイルス感染症の影響を

契機とした裁判所側の調停運営の在り方の見直しの機運についての実感が述べられた。また，弁護士の

側からは，当事者が自主的に解決したという納得を得られるようにすること自体は良いと思うが，当事

者にとって大事なのは，調停の過程において言いたいことを十分聞いてもらった上で決めてもらえたと

いう実感が得られることであるので，調停委員には，単に時間をかけて聞くというのではなく，うなず

きや要約といった傾聴のスキルが求められるほか，当事者としてはやはり手続の最初の段階で話を聴い

てもらえた方が良いとの指摘があった。 

（３）人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題 

ア 人事訴訟事件の審理の現状 

  裁判官の側から，財産分与の申立ての有無により要する期日回数が異なっている実情や，補正内容が深

刻である場合，送達できない場合，移送の場合等に，訴え提起から第１回口頭弁論まで時間を要してい

る実情の紹介があった。 

  人事訴訟の審理期間に関し，弁護士の側からは，必要な主張等を行うため一定の期間を要するとしても，

当事者にしてみれば，訴訟の前段階として調停を経ていることから，更に人事訴訟の審理が長期化する

ことの影響は大きく，人事訴訟は１年以内，半年強で終わってほしいとの意見があった。 

イ より合理的かつ効果的な訴訟運営に向けた工夫例等 

（ア）財産分与申立てにおける開示要求に対する対応 

   裁判所の側からは，当事者が財産隠しを疑い五月雨的に開示を求める事件が一定数存在するとの指摘

があった。この点については，当事者に対して，一度目の申立てについては広く調査嘱託を採用する

が二度目は関連性を厳しく審査すると説明すると，一度目で必要な調査嘱託の申立てがされるため，

他の事件よりも長く時間を要するという事態を防げるといった指摘や，訴訟代理人が，当事者と一体

となってしまい，相手方代理人と対立する場合には，任意の開示が難しくなり，長期化しやすい傾向

にあるとの指摘があった。 

   弁護士の側からも，財産分与の申立てがある事案において相手方当事者が開示要求を繰り返すケース

は比較的多いとの実情が紹介されるとともに，その場合，調停の段階から開示できる資料は自ら開示

するのはもちろん，相手方の調査嘱託の申立てについても，迅速な進行のためできる限り同意するよ

うにしているとの紹介があった。 

（イ）人事訴訟における争点整理の在り方 

   争点と関連性のない周辺事情が主張される場合について，裁判所の側からは，裁判所が必要と考える

争点について釈明を求めるにとどめ，関連性のない主張はさせつつもそれ以上掘り下げないことが多

いとの実情の紹介があった。 

   弁護士の側からは，離婚原因が争点となる場合等，裁判所にとっては周辺事情でも，訴訟代理人とし

ては当事者本人との関係上主張せざるを得ない場合があり，事案によっては周辺事情は陳述書に記載

するなどの工夫をしているものの，周辺事情の主張がどんどん広がってしまうケースでは，主張の必

要性・関連性に関する裁判官の考えを示してもらえると，当事者本人も納得してくれやすく，ありが

たいとの意見が述べられた。また，民事訴訟と人事訴訟とでは，人事訴訟の方が無駄な主張が出やす

いと思うが，争点整理のやり方について両者であまり違いを感じないとしつつ，争点整理の議論につ

いて，裁判所が積極的でないと訴訟代理人としては遠慮してしまう面があり，裁判所主導で行っても

らう必要があるとの意見があったが，人事訴訟，調停を問わず，訴訟代理人から争点整理の議論を持

ちかけることは，争点の本質について共通認識がより得られ，良いことであるし，難しいとは思わな

いとの意見もあった。 

（ウ）人事訴訟を念頭に置いた離婚調停 

   前回報告書で課題として指摘された，人事訴訟を念頭に置いた離婚調停の運営に関する効果的取組の

横断的共有について，裁判所の側から，人事訴訟担当者と調停担当者との間で定期的な意見交換会を

持ち，財産分与の争点を採り上げて議論したところ，調停の場面において人事訴訟になった場合の見

通しを当事者に伝えることができるようになり，その結果，人事訴訟の進行が効率的になるとともに，

当事者が見通しを踏まえて調停で解決しようと自主的に選択できるようになっていると思われるとの

紹介があった。 

   弁護士の側からは，調停段階での主張立証に関し，調停成立が困難な事案では，調停段階から財産開

示を求めたり，事実関係の主張立証をしておくことにより，人事訴訟の段階でなるべく早く手続が進

むよう心掛けているとの意見があった一方で，財産分与のように，最終的には金額の問題で，調停成

立の見込みが全くないとはいえない事件については，調停段階で，人事訴訟まで意識してかなり詳し

く主張立証を行い，主張等を整理しておくようにしているが，他方で，離婚や親権そのものが争点で，

調停成立の見込みが立たない場合は，証拠をいつの段階で出すのかという戦略的な面もあり，調停段

階では，離婚や親権に関する当事者の意向を明確に主張し，それに沿う主張をかなりコンパクトに行

い，人事訴訟段階で主張立証をしっかり行う方が事案の解決としても早いと思っており，そのような

対応を心掛けているとの意見もあった。 
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１ 新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務に与える影響と裁判所における対応について 

 検証検討会では，実情調査において，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由に面会交流が拒否され

る例が紹介されるなど，民事事件以上に，同感染症の影響による紛争の発生・拡大が想定される上，養育

費・婚姻費用等，生活に直結し同感染症の影響下でも処理を遅らせるわけにもいかない問題もあり，家事事

件は，同感染症の感染拡大の中での対応を迫られる場面が多かったのではないかとの意見が出された。また，

実情調査で紹介された，調停期日の所要時間を原則１時間に短縮する運用に関し，実情調査先の裁判所に限

らず，複数の庁において，新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応を一つの契機・理由として，調停

期日の所要時間に関し，各庁の実情に応じて従前よりも短縮した一定の目標を定め，運用上のルールとして

打ち出した上で，感染拡大がいったん収束傾向を示して以降も引き続き，事件の性質・内容や期日の目的等

に応じて柔軟に運用していることが紹介されるとともに，このように期日の所要時間の目標ないし目安を設

定することにより，調停委員も含め，関係者において，限られた期日の時間の中で何をすべきかという意識

の醸成・向上が見られるという指摘があった。 

 

２ 調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題について 

 検討委員会では，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一つの契機として，調停の本質・利点に立ち返

り，調停運営の在り方自体を見直そうという家庭裁判所の取組について，好意的に受け止めた上で，①事案

に応じたメリハリのある調停運営は非常に重要であり，同感染症の感染拡大を契機として裁判官，調停委員，

手続代理人の間でこの点に関する認識が深まったとすれば大変有意義なことである，②（実情調査において，

一定の時間を要する事件として挙げられた）子を巡る問題についても，時間をかけて調整する必要のある事

件もあれば，果断に迅速に進めることが子の利益に資する事件もあり，難しいことではあるが，個々の事件

の内容を具体的に見ながらメリハリのつけ方を見極めていくことが，裁判所及び手続代理人それぞれに求め

られているのであって，裁判所内部だけでなく，弁護士（手続代理人）も含めて，更にこのような議論を深

めていってほしいという意見が出された。また，③家事調停事件は，当事者間に強い感情的対立があるとは

いえ，法的紛争解決手段であるため，個別の事件について判断枠組み及び判断要素を的確に分析した上で，

当事者が自主的紛争解決に向けた判断ができるように後押しすることが裁判官及び調停委員の役割であると

考えられるところ，実情調査において紹介された，調停委員が，当事者との間で判断枠組みや判断要素を見

える化し，次回期日において何を議論し，同期日以降何が問題となるかを意識しているという点は手続進行

を担う者として合理的であるとの意見が出された。 

 他方で，新型コロナウイルス感染症の影響により期日の所要時間に制約がある中で，１回１回の期日を大

切にし，充実した実のある期日にしていくことが一層重要であるとの指摘がなされ，それを前提として，①

実情調査で指摘があったように，次回期日のテーマについて調停委員会と当事者との間で必ずしも明示的に

確認・共有されていないとすれば問題であり，同感染症の感染拡大以前は双方同席で争点等を確認していた

ところ，同感染症の影響により双方同席での確認が困難になっているのであれば，それに代わる調停委員会

と当事者との間の認識共有の手段を考えるべきであり，また，今後改めて双方同席説明を活用することを検

討すべきではないか，②実情調査において，調停委員が裁判官の法的見解を伝える際に十分な理由の説明が

なく，当事者本人も手続代理人も分からないことがあるとの指摘があったが，当事者による自主的紛争解決

という観点からも重要な指摘である，③実情調査において，調停委員の傾聴のスキルの重要性に関する指摘

があったが，当事者に対し，認識の変更や気付きを与えるような質問をし，建設的な合意形成に向けた意識

変化を促すような発言をすることも重要であって，単に「聴く」という傾聴の技法の一側面のみを強調する

４４  検検証証検検討討会会ででのの議議論論  
だけでは，かえって調停委員の役割を縮小させてしまうおそれがあるのではないかと懸念しているとの意見

が出された。 

 

３ 人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題について 

 人事訴訟における争点整理の在り方に関し，検証検討会では，人事訴訟は，感情的な対立が激しく，法的

な争点と当事者の考える争点とが異なり，法的争点の解決との関連性は明らかでない事実関係についての認

否・反論が延々とされることが多いことから，裁判所としてより積極的な争点整理への関与が求められてい

るのではないかという意見があった。他方，訴訟代理人としては，当事者本人の要望を受けて関連性が必ず

しも十分ではない主張をせざるを得ない場合もあるが，実情調査では，弁護士の側から，争点整理上関連性

は低いと言わざるを得ないが，当事者本人がこだわりを持っている点について，主張書面に記載せずに陳述

書に盛り込むなどして上手く対応している工夫例も紹介されており，争点整理について裁判所と訴訟代理人

との認識の共有と協働が必要であるとの意見が出された。 

 また，検証検討会では，人事訴訟に求められる迅速性の程度に関し，当事者の納得は調停の段階で追求す

べきであり，人事訴訟の段階に至ればできる限り早く解決することが求められるのか，それとも，人事訴訟

においても納得するための時間がかかることもやむを得ないと考えるべきかという問題提起がなされた。こ

の点については，①当事者双方の思いやニーズによる面もあり，一概に迅速性だけを追求すればよいという

ものではないが，いたずらに時間をかければよいというものでもないので，例えば，財産分与申立てにおけ

る財産の任意開示や調査嘱託について，いかに訴訟代理人が協力して進めていくか，あるいは協力させる環

境を作るかということが，司法関係者に求められる重要な点ではないかとの意見や，②当事者のニーズや当

事者間の利害・感情の対立の程度によるところもあり，一概には言い難いが，離婚調停がどのような経緯で

終わったかも重要であり，離婚調停の中でぎりぎりまで調整を続けていたが，どうしても調停成立が難しか

った場合には，人事訴訟を淡々と進行させた上で，審理終結前の段階で合意形成が可能か改めて確認すると

いうこともあるであろうし，調停の段階では相手方の協力が得られなかったが，人事訴訟の段階に至って合

意形成のための手がかり・材料が現れた場合には，合意形成に向けた説得や当事者の納得のための手続を尽

くしたいという場合もあると思われ，迅速性がどの程度求められるかは，離婚調停と人事訴訟を含む手続全

体の中でケースバイケースで考えていくべきではないかという意見が出された。 
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１ 新型コロナウイルス感染症が家庭裁判所の裁判事務に与える影響と裁判所における対応について 

 検証検討会では，実情調査において，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由に面会交流が拒否され

る例が紹介されるなど，民事事件以上に，同感染症の影響による紛争の発生・拡大が想定される上，養育

費・婚姻費用等，生活に直結し同感染症の影響下でも処理を遅らせるわけにもいかない問題もあり，家事事

件は，同感染症の感染拡大の中での対応を迫られる場面が多かったのではないかとの意見が出された。また，

実情調査で紹介された，調停期日の所要時間を原則１時間に短縮する運用に関し，実情調査先の裁判所に限

らず，複数の庁において，新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応を一つの契機・理由として，調停

期日の所要時間に関し，各庁の実情に応じて従前よりも短縮した一定の目標を定め，運用上のルールとして

打ち出した上で，感染拡大がいったん収束傾向を示して以降も引き続き，事件の性質・内容や期日の目的等

に応じて柔軟に運用していることが紹介されるとともに，このように期日の所要時間の目標ないし目安を設

定することにより，調停委員も含め，関係者において，限られた期日の時間の中で何をすべきかという意識

の醸成・向上が見られるという指摘があった。 

 

２ 調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題について 

 検討委員会では，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一つの契機として，調停の本質・利点に立ち返

り，調停運営の在り方自体を見直そうという家庭裁判所の取組について，好意的に受け止めた上で，①事案

に応じたメリハリのある調停運営は非常に重要であり，同感染症の感染拡大を契機として裁判官，調停委員，

手続代理人の間でこの点に関する認識が深まったとすれば大変有意義なことである，②（実情調査において，

一定の時間を要する事件として挙げられた）子を巡る問題についても，時間をかけて調整する必要のある事

件もあれば，果断に迅速に進めることが子の利益に資する事件もあり，難しいことではあるが，個々の事件

の内容を具体的に見ながらメリハリのつけ方を見極めていくことが，裁判所及び手続代理人それぞれに求め

られているのであって，裁判所内部だけでなく，弁護士（手続代理人）も含めて，更にこのような議論を深

めていってほしいという意見が出された。また，③家事調停事件は，当事者間に強い感情的対立があるとは

いえ，法的紛争解決手段であるため，個別の事件について判断枠組み及び判断要素を的確に分析した上で，

当事者が自主的紛争解決に向けた判断ができるように後押しすることが裁判官及び調停委員の役割であると

考えられるところ，実情調査において紹介された，調停委員が，当事者との間で判断枠組みや判断要素を見

える化し，次回期日において何を議論し，同期日以降何が問題となるかを意識しているという点は手続進行

を担う者として合理的であるとの意見が出された。 

 他方で，新型コロナウイルス感染症の影響により期日の所要時間に制約がある中で，１回１回の期日を大

切にし，充実した実のある期日にしていくことが一層重要であるとの指摘がなされ，それを前提として，①

実情調査で指摘があったように，次回期日のテーマについて調停委員会と当事者との間で必ずしも明示的に

確認・共有されていないとすれば問題であり，同感染症の感染拡大以前は双方同席で争点等を確認していた

ところ，同感染症の影響により双方同席での確認が困難になっているのであれば，それに代わる調停委員会

と当事者との間の認識共有の手段を考えるべきであり，また，今後改めて双方同席説明を活用することを検

討すべきではないか，②実情調査において，調停委員が裁判官の法的見解を伝える際に十分な理由の説明が

なく，当事者本人も手続代理人も分からないことがあるとの指摘があったが，当事者による自主的紛争解決

という観点からも重要な指摘である，③実情調査において，調停委員の傾聴のスキルの重要性に関する指摘

があったが，当事者に対し，認識の変更や気付きを与えるような質問をし，建設的な合意形成に向けた意識

変化を促すような発言をすることも重要であって，単に「聴く」という傾聴の技法の一側面のみを強調する

４４  検検証証検検討討会会ででのの議議論論  
だけでは，かえって調停委員の役割を縮小させてしまうおそれがあるのではないかと懸念しているとの意見

が出された。 

 

３ 人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題について 

 人事訴訟における争点整理の在り方に関し，検証検討会では，人事訴訟は，感情的な対立が激しく，法的

な争点と当事者の考える争点とが異なり，法的争点の解決との関連性は明らかでない事実関係についての認

否・反論が延々とされることが多いことから，裁判所としてより積極的な争点整理への関与が求められてい

るのではないかという意見があった。他方，訴訟代理人としては，当事者本人の要望を受けて関連性が必ず

しも十分ではない主張をせざるを得ない場合もあるが，実情調査では，弁護士の側から，争点整理上関連性

は低いと言わざるを得ないが，当事者本人がこだわりを持っている点について，主張書面に記載せずに陳述

書に盛り込むなどして上手く対応している工夫例も紹介されており，争点整理について裁判所と訴訟代理人

との認識の共有と協働が必要であるとの意見が出された。 

 また，検証検討会では，人事訴訟に求められる迅速性の程度に関し，当事者の納得は調停の段階で追求す

べきであり，人事訴訟の段階に至ればできる限り早く解決することが求められるのか，それとも，人事訴訟

においても納得するための時間がかかることもやむを得ないと考えるべきかという問題提起がなされた。こ

の点については，①当事者双方の思いやニーズによる面もあり，一概に迅速性だけを追求すればよいという

ものではないが，いたずらに時間をかければよいというものでもないので，例えば，財産分与申立てにおけ

る財産の任意開示や調査嘱託について，いかに訴訟代理人が協力して進めていくか，あるいは協力させる環

境を作るかということが，司法関係者に求められる重要な点ではないかとの意見や，②当事者のニーズや当

事者間の利害・感情の対立の程度によるところもあり，一概には言い難いが，離婚調停がどのような経緯で

終わったかも重要であり，離婚調停の中でぎりぎりまで調整を続けていたが，どうしても調停成立が難しか

った場合には，人事訴訟を淡々と進行させた上で，審理終結前の段階で合意形成が可能か改めて確認すると

いうこともあるであろうし，調停の段階では相手方の協力が得られなかったが，人事訴訟の段階に至って合

意形成のための手がかり・材料が現れた場合には，合意形成に向けた説得や当事者の納得のための手続を尽

くしたいという場合もあると思われ，迅速性がどの程度求められるかは，離婚調停と人事訴訟を含む手続全

体の中でケースバイケースで考えていくべきではないかという意見が出された。 
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１ 調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題について 

調停委員会内部及び調停委員会と当事者との間の認識共有に関する取組については，着実に浸透しつつ

あるものの，なお課題があることがうかがわれ，それらの認識共有を更に深めるための取組を引き続き進め

ることが必要である。特に，実情調査における弁護士からの指摘を踏まえると，当事者による自主的な紛争

解決を後押しするという観点から，調停委員会から当事者への法的判断の見通しのフィードバックに当たっ

ては，当事者の主体的かつ合理的な決定の前提となる情報である当該見通しの理由についても分かりやすく

伝える必要があり，その前提として，調停委員会内部において，法的な争点の内容等に関して結論に至る理

由も含めて認識共有を更に充実させていく余地があるものと思われる。また，当事者による自主的紛争解決

の後押しのためには，紛争解決を阻害している課題が何であり，それを解決するために次回期日以降におい

て何を話し合い，そのために当事者が何を検討・準備してくる必要があるのか等について，調停委員会内部

及び調停委員会と当事者との間で的確に認識共有を行うことが必要であるところ，そのための重要な手段で

ある当事者双方が同席した場での説明や確認（「双方同席説明」）について，その意義を改めて確認するとと

もに，新型コロナウイルス感染症の影響により双方同席説明が困難になっているとすれば，それに代わる調

停委員会と当事者との間の認識共有のための具体的方策を検討する必要があるものと思われる。 

当事者の自主的紛争解決の後押しという観点からは，当事者間に子の問題について対立がある場合，手

続代理人・関係職種が連携して，当事者に対し，子の利益を最優先に考えることが大切であることを働き掛

け，当事者の対立関係を子の利益確保のための協力関係に転換させていくことが重要である。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，調停手続を行う上で様々な時間的・物理的な制約が生じ

たことを一つの契機として，１回１回の期日の大切さや合理的かつ充実した調停運営の重要性が改めて確認

され，実情調査でも，調停の本質・利点に立ち返って，利用者のニーズや生活様式の変化に対応する調停運

営の在り方を模索しようとする裁判所側の取組が紹介された。実情調査でも指摘されたとおり，調停手続に

おいては，調停委員が当事者との間で丁寧に事情聴取・調整を行い，信頼関係を醸成して，当事者の自主的

紛争解決への意欲や手続・結果への納得性を高めることが求められる一方で，司法機関による法的観点を踏

まえた迅速な紛争解決へのニーズもあるところ，これらを両立させるためには，個々の事件の性質・内容，

手続の進行段階，当事者の個性や意向・ニーズ，手続代理人の有無等に応じて，期日における手続の内容に

ついて充実させるべきところは充実させ，時間をかけるべきところは時間をかけ，合理化させるべきところ

は合理化するメリハリのある調停運営を行う必要がある。この点，事情聴取についても，傾聴は，単に時間

をかけて当事者の話を聴けばよいというものではなく，また，うなずき，反復，要約等にとどまるものでも

なく，それらを活かして，紛争解決のために必要な事項を的確に聴取することのほか，当事者に当該事件や

自らの課題に気付かせ，自主的紛争解決に向けた意欲を引き出すような働き掛けの要素を含むものであり，

事情聴取に当たっては，こういった事情聴取の目的や意義を踏まえ，事案等に応じて効率的かつ充実した事

情聴取を行う必要がある。具体的には，例えば，手続の初期の段階では，当事者との信頼関係の醸成等のた

めにも，比較的時間を掛けて受容的に事情聴取を行い，当事者の主張や争点が整理された段階においては，

紛争解決に必要なポイントに焦点を当てた聴取を行うなど，事案の内容や手続の進行段階等に応じて，事情

聴取の内容・程度，時間等に強弱ないし濃淡を付けるといった方法が考えられる。今後は，事案等に応じた

メリハリのある調停運営を個々の事件において実現するための方策について検討を進めていく必要があり，

調停委員を含めた裁判所の関係職種間，更には弁護士（手続代理人）も含めて，このような調停運営の重要

性を共有し，それを実現するための方策について更に議論を深め，検討・実践・検証を重ねていくことが期

待される。 

５５  今今後後にに向向けけててのの検検討討  
 

２ 人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題について 

 人事訴訟の審理期間の長期化が進む中で，訴訟に先立ち調停を経ていることにも鑑みれば，迅速な審理が

求められることは言うまでもない。他方で，結果次第で若しくは親子関係のように結果にかかわらず今後も

継続していくことが予定された家族関係に関する紛争であり，さらに，当事者間に未成年子がいる場合は子

の利益に重大な影響が及ぶという離婚事件の特徴に鑑みると，基本的に当事者による自主的紛争解決が望ま

しいということもまた認められる。調停前置主義の趣旨も踏まえれば，本来的には，当事者の自主的紛争解

決や納得性の確保については調停の段階において模索されるべきものではあるが，当事者のニーズや対応等

によっては，人事訴訟の段階で当事者による自主的紛争解決に向けた働き掛けを行うことが適当な場合も考

えられる。そうすると，紛争解決の遅滞が，当事者や，とりわけ日々成長していく過程にある当事者の子に

与える影響の大きさについて十分に認識した上で，離婚調停及び人事訴訟を併せた手続全体として，当事者

の自主的紛争解決に向けた必要十分な働き掛けを含む迅速かつ適切な紛争解決の実現を目指すことが必要で

あり，離婚調停・人事訴訟の各手続に関与する弁護士（訴訟代理人）を含む各職種においては，離婚事件の

上記特徴を十分に認識した上で，それぞれの立場の違いはありつつもそのような紛争解決の実現に向けて協

働する必要があると考えられる。 

例えば，財産分与の申立てにおける財産開示要求ないし調査嘱託の申立てによる手続ないし審理の遅滞

を回避するためには，手続ないし訴訟代理人を含む当事者の進行への協力が不可欠であるとともに，裁判所

側としても，実情調査で紹介されたように，調査嘱託の採否に関する基本方針について当事者に対して明確

に説明しておくなど，当事者の協力を得るための工夫を行うことが重要である。 

また，従前からその重要性が指摘されている人事訴訟の審理及び結論の見通しを念頭に置いた離婚調停

の進行については，当事者の主体的かつ合理的な決定を後押しするとともに，手続全体としての迅速性の確

保も期待されることから，そのための取組を引き続き進めることが必要である。例えば，前回の報告書でも

指摘されたように，実情調査で紹介された人事訴訟担当者と調停担当者との定期的な意見交換会の実施等，

人事訴訟の審理及び結論の見通しを念頭に置いて離婚調停を進めるための効果的な取組について，離婚調

停・人事訴訟の各手続に関与する弁護士（訴訟代理人）を含む各職種の間で横断的に共有することが有益で

あると考えられる。 

加えて，人事訴訟は，複雑な感情的対立を含むことが多いことから，法的な争点との関連性の乏しい主

張立証が拡大しやすいという特徴を有するため，裁判所として，主張立証の必要性・関連性の有無に関する

指摘等，争点整理へのより積極的な関与が求められる。他方で，訴訟代理人の立場からは，依頼者である当

事者の要望に基づく一定の制約はあるものの，実情調査においては，陳述書の活用といった工夫例も紹介さ

れたところであり，争点整理への適切な協力が期待される。今後，人事訴訟の特徴を踏まえた適切な争点整

理の在り方，そのような争点整理のために裁判所と弁護士（訴訟代理人）それぞれに求められる役割，両者

の協働の在り方について，更に議論を深めていく必要がある。 
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１ 調停期日における調停運営の現状と，より合理的かつ効果的な調停運営に向けた課題について 

調停委員会内部及び調停委員会と当事者との間の認識共有に関する取組については，着実に浸透しつつ

あるものの，なお課題があることがうかがわれ，それらの認識共有を更に深めるための取組を引き続き進め

ることが必要である。特に，実情調査における弁護士からの指摘を踏まえると，当事者による自主的な紛争

解決を後押しするという観点から，調停委員会から当事者への法的判断の見通しのフィードバックに当たっ

ては，当事者の主体的かつ合理的な決定の前提となる情報である当該見通しの理由についても分かりやすく

伝える必要があり，その前提として，調停委員会内部において，法的な争点の内容等に関して結論に至る理

由も含めて認識共有を更に充実させていく余地があるものと思われる。また，当事者による自主的紛争解決

の後押しのためには，紛争解決を阻害している課題が何であり，それを解決するために次回期日以降におい

て何を話し合い，そのために当事者が何を検討・準備してくる必要があるのか等について，調停委員会内部

及び調停委員会と当事者との間で的確に認識共有を行うことが必要であるところ，そのための重要な手段で

ある当事者双方が同席した場での説明や確認（「双方同席説明」）について，その意義を改めて確認するとと

もに，新型コロナウイルス感染症の影響により双方同席説明が困難になっているとすれば，それに代わる調

停委員会と当事者との間の認識共有のための具体的方策を検討する必要があるものと思われる。 

当事者の自主的紛争解決の後押しという観点からは，当事者間に子の問題について対立がある場合，手

続代理人・関係職種が連携して，当事者に対し，子の利益を最優先に考えることが大切であることを働き掛

け，当事者の対立関係を子の利益確保のための協力関係に転換させていくことが重要である。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，調停手続を行う上で様々な時間的・物理的な制約が生じ

たことを一つの契機として，１回１回の期日の大切さや合理的かつ充実した調停運営の重要性が改めて確認

され，実情調査でも，調停の本質・利点に立ち返って，利用者のニーズや生活様式の変化に対応する調停運

営の在り方を模索しようとする裁判所側の取組が紹介された。実情調査でも指摘されたとおり，調停手続に

おいては，調停委員が当事者との間で丁寧に事情聴取・調整を行い，信頼関係を醸成して，当事者の自主的

紛争解決への意欲や手続・結果への納得性を高めることが求められる一方で，司法機関による法的観点を踏

まえた迅速な紛争解決へのニーズもあるところ，これらを両立させるためには，個々の事件の性質・内容，

手続の進行段階，当事者の個性や意向・ニーズ，手続代理人の有無等に応じて，期日における手続の内容に

ついて充実させるべきところは充実させ，時間をかけるべきところは時間をかけ，合理化させるべきところ

は合理化するメリハリのある調停運営を行う必要がある。この点，事情聴取についても，傾聴は，単に時間

をかけて当事者の話を聴けばよいというものではなく，また，うなずき，反復，要約等にとどまるものでも

なく，それらを活かして，紛争解決のために必要な事項を的確に聴取することのほか，当事者に当該事件や

自らの課題に気付かせ，自主的紛争解決に向けた意欲を引き出すような働き掛けの要素を含むものであり，

事情聴取に当たっては，こういった事情聴取の目的や意義を踏まえ，事案等に応じて効率的かつ充実した事

情聴取を行う必要がある。具体的には，例えば，手続の初期の段階では，当事者との信頼関係の醸成等のた

めにも，比較的時間を掛けて受容的に事情聴取を行い，当事者の主張や争点が整理された段階においては，

紛争解決に必要なポイントに焦点を当てた聴取を行うなど，事案の内容や手続の進行段階等に応じて，事情

聴取の内容・程度，時間等に強弱ないし濃淡を付けるといった方法が考えられる。今後は，事案等に応じた

メリハリのある調停運営を個々の事件において実現するための方策について検討を進めていく必要があり，

調停委員を含めた裁判所の関係職種間，更には弁護士（手続代理人）も含めて，このような調停運営の重要

性を共有し，それを実現するための方策について更に議論を深め，検討・実践・検証を重ねていくことが期

待される。 

５５  今今後後にに向向けけててのの検検討討  
 

２ 人事訴訟の合理的かつ効果的な審理の在り方に関する現状と課題について 

 人事訴訟の審理期間の長期化が進む中で，訴訟に先立ち調停を経ていることにも鑑みれば，迅速な審理が

求められることは言うまでもない。他方で，結果次第で若しくは親子関係のように結果にかかわらず今後も

継続していくことが予定された家族関係に関する紛争であり，さらに，当事者間に未成年子がいる場合は子

の利益に重大な影響が及ぶという離婚事件の特徴に鑑みると，基本的に当事者による自主的紛争解決が望ま

しいということもまた認められる。調停前置主義の趣旨も踏まえれば，本来的には，当事者の自主的紛争解

決や納得性の確保については調停の段階において模索されるべきものではあるが，当事者のニーズや対応等

によっては，人事訴訟の段階で当事者による自主的紛争解決に向けた働き掛けを行うことが適当な場合も考

えられる。そうすると，紛争解決の遅滞が，当事者や，とりわけ日々成長していく過程にある当事者の子に

与える影響の大きさについて十分に認識した上で，離婚調停及び人事訴訟を併せた手続全体として，当事者

の自主的紛争解決に向けた必要十分な働き掛けを含む迅速かつ適切な紛争解決の実現を目指すことが必要で

あり，離婚調停・人事訴訟の各手続に関与する弁護士（訴訟代理人）を含む各職種においては，離婚事件の

上記特徴を十分に認識した上で，それぞれの立場の違いはありつつもそのような紛争解決の実現に向けて協

働する必要があると考えられる。 

例えば，財産分与の申立てにおける財産開示要求ないし調査嘱託の申立てによる手続ないし審理の遅滞

を回避するためには，手続ないし訴訟代理人を含む当事者の進行への協力が不可欠であるとともに，裁判所

側としても，実情調査で紹介されたように，調査嘱託の採否に関する基本方針について当事者に対して明確

に説明しておくなど，当事者の協力を得るための工夫を行うことが重要である。 

また，従前からその重要性が指摘されている人事訴訟の審理及び結論の見通しを念頭に置いた離婚調停

の進行については，当事者の主体的かつ合理的な決定を後押しするとともに，手続全体としての迅速性の確

保も期待されることから，そのための取組を引き続き進めることが必要である。例えば，前回の報告書でも

指摘されたように，実情調査で紹介された人事訴訟担当者と調停担当者との定期的な意見交換会の実施等，

人事訴訟の審理及び結論の見通しを念頭に置いて離婚調停を進めるための効果的な取組について，離婚調

停・人事訴訟の各手続に関与する弁護士（訴訟代理人）を含む各職種の間で横断的に共有することが有益で

あると考えられる。 

加えて，人事訴訟は，複雑な感情的対立を含むことが多いことから，法的な争点との関連性の乏しい主

張立証が拡大しやすいという特徴を有するため，裁判所として，主張立証の必要性・関連性の有無に関する

指摘等，争点整理へのより積極的な関与が求められる。他方で，訴訟代理人の立場からは，依頼者である当

事者の要望に基づく一定の制約はあるものの，実情調査においては，陳述書の活用といった工夫例も紹介さ

れたところであり，争点整理への適切な協力が期待される。今後，人事訴訟の特徴を踏まえた適切な争点整

理の在り方，そのような争点整理のために裁判所と弁護士（訴訟代理人）それぞれに求められる役割，両者

の協働の在り方について，更に議論を深めていく必要がある。 

  

Ⅴ

５　今後に向けての検討
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